
株 主 各 位

平成 年 月 日

静岡県浜松市中区中沢町 番 号

代表取締役社長 伊 藤 修 二

第 期定時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申しあげます。

さて、当社第 期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいます

ようご通知申しあげます。

なお、当日ご出席願えない場合は、以下のいずれかの方法によって議決権を行使すること

ができますので、お手数ながら後記株主総会参考書類をご検討いただき、平成 年 月 日（月

曜日）午後 時までに議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。

【郵送による議決権行使の場合】

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、上記の行使期限までに到着

するようご返送ください。

【電磁的方法（インターネット等）による議決権行使の場合】

頁記載の 電磁的方法（インターネット等）による議決権行使のお手続きについて を

ご確認のうえ、議案に対する賛否をご入力ください。

敬 具

（証券コード ）



当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
株主総会参考書類及び添付書類に修正すべき事情が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（

）に修正後の事項を掲載させていただきます。

記

．日 時 平成 年 月 日（火曜日）午前 時

．場 所 浜松市中区中沢町 番 号 当社 号館 階

（末尾の 株主総会会場ご案内図 をご参照ください。）

．目 的 事 項

報 告 事 項 第 期（平成 年 月 日から平成 年 月 日まで）事業報告の内容、連結計

算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

．第 期（平成 年 月 日から平成 年 月 日まで）計算書類の内容報告の件

決 議 事 項

第 号議案 剰余金の処分の件

第 号議案 取締役 名選任の件

第 号議案 監査役 名選任の件

第 号議案 役員賞与の支給の件

第 号議案 当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）の導入承認の件

．招集にあたっての決定事項

議決権行使書面において、各議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとしてお

取り扱いいたします。

議決権の重複行使について

インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権

行使としてお取り扱いいたします。

インターネット等と議決権行使書面の両方で議決権行使をされた場合は、インターネット等による

ものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

当日代理人により議決権を行使される場合は、他の議決権を有する株主様 名に委任することができ

ます。この場合は、株主様ご本人の議決権行使書とともに、代理権を証明する書面をご提出ください。

以 上



企業集団の現況に関する事項
．事業の経過及びその成果

全般的事業の状況

当連結会計年度におけるわが国経済は、好調な企業収益や堅調な設備投資等の民間需要に支えられ、

景気は緩やかに成長しました。海外の経済につきましては、米国は景気拡大の減速感はあるものの堅調

に推移し、欧州は内需の拡大により景気は着実に回復、中国をはじめとするアジア諸国では好調な輸出

と内需の拡大に支えられ景気の拡大が続きました。

このような状況の中で当社グループは、最終年度となる中期経営計画 の つのテーマ 持

続的・安定的な高収益構造の確立 、 独創的かつ高品質な商品開発 事業創出 、 企業の社会的な責任

を重視した経営 に継続的に取り組んでまいりました。

持続的・安定的な高収益構造の確立 につきましては、中国製造拠点の生産設備を増強し、国内の

ピアノ製造拠点の統合を推進する等、国内外の楽器製造拠点を再編・整備しました。成長領域に経営資

源を集中投資するため、多角化事業の収益基盤の安定化に努め、事業の整理・統合を進めました。また、

引き続き システムの構築やスタッフ部門の効率化に努めました。

独創的かつ高品質な商品開発 事業創出 につきましては、音質にこだわったアップライトピアノ

やデザインを重視した高付加価値商品等を発売したほか、当社独自技術を活かした商品やネットワーク

を活用した商品・サービスを積極的に投入しました。音響機器分野では、業務提携・ により新た

な商品展開を図る等事業の拡大を進めました。海外では、中国市場での大幅な事業拡大を図るとともに、

ロシア等新興市場の開拓に努めました。

企業の社会的な責任を重視した経営 につきましては、コンプライアンス教育の徹底や環境問題へ

の対応を進めました。また、新たに レポート を発行しました。

販売の状況につきましては、楽器事業が円安の影響もあり堅調に推移したことから、当連結会計年度

の売上高は 億 百万円（前期比 ％増加）となりました。

損益につきましては、半導体の売上げ減少と利益率低下により電子機器・電子金属事業が大幅な減益

となりましたが、楽器事業の増益により、営業利益は 億 百万円（前期比 ％増加）となりました。

経常利益は持分法による投資利益が増加したことにより 億 百万円（前期比 ％増加）となりまし

た。当期純利益は、レクリェーション事業資産の減損損失と海外製造子会社の閉鎖関連費用を特別損失

に計上したことにより、 億 百万円（前期比 ％減少）となりました。

（添 付 書 類）

事 業 報 告
平成 年 月 日から
平成 年 月 日まで



事業別状況

［楽器事業］

ピアノは、欧州や中国他アジア市場で好調に推移しましたが、北米市場低迷の影響により、前年並み

の売上げとなりました。電子楽器は、エレクトーンは売上げ減少となりましたが、海外市場においてポー

タブルキーボード等が好調に推移しました。音響機器も、海外市場において大幅な売上げ増加となりま

した。また、管楽器も好調に推移しました。教室収入は、音楽教室、英語教室とも堅調に推移しました

が、コンテンツ配信は着メロ市場の縮退により売上げ減少となりました。

以上により、当事業の売上高は 億 百万円（前期比 ％増加）、営業利益は 億 百万円（前

期比 ％増加）となりました。

なお、音響機器市場での成長と販売拡大のため、平成 年 月 日付けで不二音響株式会社の全株式

を取得し、当社の子会社としました。

［ ・ 事業］

オーディオは、主力の レシーバーが欧米で順調に売上げを伸ばし、またデジタル・サウンド・プ

ロジェクターの伸長により売上げ増加となりましたが、情報通信機器は売上げ減少となりました。

以上により、当事業の売上高は 億 百万円（前期比 ％減少）、営業利益は 億 百万円（前期

比 ％増加）となりました。

［電子機器・電子金属事業］

電子機器事業は、携帯電話用音源 の需要減少により、売上げ減少となりました。電子金属事業

は、材料価格上昇を反映した値上げ等により、売上げ増加となりました。損益につきましては、半導体

の売上げ減少と利益率の低下により、大幅な減益となりました。

以上により、当事業の売上高は 億 百万円（前期比 ％減少）、営業利益は 億 百万円（前期

比 ％減少）となりました。

なお、平成 年 月 日付けで当社子会社ヤマハメタニクス株式会社の発行済株式総数の ％にあた

る株式を譲渡することについて、 ホールディングス株式会社及び メタルテック株式会

社との間で基本合意いたしました。

［リビング事業］

システムバスは、市場で競争激化と単価ダウンが進行しましたが、システムキッチンは、人造大理石

シンクを装備したモデルが好調に推移し、売上げ増加となりました。

以上により、当事業の売上高は 億 百万円（前期比 ％増加）、営業利益は 億 百万円（前期

比 ％減少）となりました。

［レクリェーション事業］

日帰り客は増加しましたが、婚礼収入の減少や暖冬によるスキー宿泊客の減少により、売上げ減少と

なりました。



以上により、当事業の売上高は 億円（前期比 ％減少）、営業損失 億 百万円（前期は営業損

失 億 百万円）となりました。

なお、平成 年 月 日付けで三井不動産株式会社との間で 鳥羽国際ホテル 、 合歓の郷 、 キロ

ロ 、及び はいむるぶし の施設及びその運営子会社株式の全部を譲渡することについて基本合意い

たしました。

［その他の事業］

ゴルフ用品事業は、国内販売の好調に加え輸出が拡大したため、売上げ増加となりました。金型・部

品事業は、マグネシウム部品やプラスチック部品が大幅に伸長し、自動車用内装部品事業も、売上げ増

加となりました。

以上により、当事業の売上高は 億 百万円（前期比 ％増加）、営業利益は 億 百万円（前期

比 ％増加）となりました。

事 業 区 分 売 上 高 前期比増減率 構 成 比 率

楽 器 事 業
百万円 ％ ％

・ 事 業

電 子 機 器 ・ 電 子 金 属 事 業

リ ビ ン グ 事 業

レ ク リ ェ ー シ ョ ン 事 業

そ の 他 の 事 業

合 計

事業別売上高は次のとおりであります。



．設備投資の状況

当連結会計年度の設備投資の総額は 億 百万円、その内訳は、楽器事業で 億 百万円、 ・

事業で 億 百万円、電子機器・電子金属事業で 億 百万円、リビング事業で 億 百万円、レクリェ

ーション事業で 億 百万円、その他の事業で 億 百万円であります。

．資金調達の状況

該当事項はありません。

．対処すべき課題

当社グループは、本年 月から新中期経営計画 （ 平成 年 月期

平成 年 月期） をスタートさせました。同計画の成長戦略を着実に実現すべく下記の課題に積極的

に取り組んでまいります。

“ ”領域での成長の実現

音・音楽・ネットワーク関連技術を基盤とした 楽器・音響・音楽ソフト、 ・ 、電子機器事

業 を“ ”領域とし、グループの成長を牽引する事業領域に位置付け、積極的な経

営資源の投入を行ってまいります。

楽器事業

現在進めている製造拠点の再編や業務プロセス改革等による固定費の削減を進めるとともに、顧客

視点に立った商品開発、高付加価値商品の拡販、中国市場やロシア市場における販売網構築・強化等

により積極的な成長を図ってまいります。音響機器事業では、デジタルネットワーク技術を活かした

システム力や技術、マーケティング力の強化により事業領域の拡大を図ります。音楽ソフト事業では、

当社グループ内の関連事業を再編・統合することにより事業基盤の強化を進め、積極的な事業展開を

図ってまいります。

・ 事業

市場における中高級品の強化やフロント・サラウンド・システム商品の更なる技術開発

と拡販を図るとともに、電話・テレビ会議システム事業の確立を図ってまいります。

電子機器事業

付加価値向上による携帯電話用音源 ビジネスの収益確保を図るとともに、シリコンマイクや

デジタルアンプ等音源 ビジネス以外の事業拡大に努めます。

“多角化事業”領域での強固なポジションの確立

他の事業については、“多角化事業”領域として、各業界における強固なポジション確立と健全な事

業運営により、当社グループの企業価値の増大を図ってまいります。



リビング事業

システムキッチン、システムバスを中心とする商品力の強化、製造コストダウンを図るとともに、

高付加価値商品の拡販やショールームを活用した営業力の強化等により収益拡大を図ってまいります。

レクリェーション事業

つま恋 、 葛城 に経営資源を集中し、収益改善とブランドへの貢献を追求いたします。

その他の事業

ゴルフ用品事業は、トップグループ入りに向けた成長戦略を継続いたします。金型・部品事業は、

原価低減と量産技術開発による事業領域の拡大を図り、 機器事業は、新領域開拓をいたします。

自動車用内装部品事業は、金型・部品事業との統合による営業・技術・製造のシナジー効果を追求い

たします。

成長戦略のための全社共通テーマ

事業・商品戦略を強化するためのブランド戦略を推進、経営環境変化に対応した人材の強化・活用、

研究・開発活動の活性化、 インフラの経営・マーケティングへの活用を進めます。

グループ総合力を高めるガバナンスの向上

財務報告に係る内部統制 の整備・評価とともに既存システムの有効性も検証しながら、当社グルー

プ全体において体系的な内部統制システムの再整備を行います。また、 （企業の社会的責任）活

動については、法令遵守を徹底し、よりヤマハらしいテーマへの取り組みを重視しながら、継続的な活

動による定着を図ります。

株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申しあげます。



区 分
平成 年 月期

第 期

平成 年 月期

第 期

平成 年 月期

第 期

平成 年 月期

第 期

売 上 高

経 常 利 益

当 期 純 利 益

株当たり当期純利益

総 資 産

純 資 産

百万円

百万円

百万円

円 銭

百万円

百万円

百万円

百万円

百万円

円 銭

百万円

百万円

百万円

百万円

百万円

円 銭

百万円

百万円

百万円

百万円

百万円

円 銭

百万円

百万円

平成 年 月期

第 期

百万円

百万円

百万円

円 銭

百万円

百万円

．財産及び損益の状況の推移

（注） 平成 年 月期（第 期）から 貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準 （企業会計基準第 号 平成 年
月 日）及び 貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針 （企業会計基準適用指針第 号 平成
年 月 日）を適用しています。



．重要な親会社及び子会社の状況

親会社との関係

該当事項はありません。

重要な子会社の状況

（注） ．ヤマハ ミュージック セントラル ヨーロッパ、ヤマハ ケンブル ミュージック、天津ヤマハ電子楽器有限公司及び杭
州ヤマハ楽器有限公司の出資比率は、子会社の間接所有によるものであります。
．平成 年 月 日付けで当社子会社ヤマハメタニクス株式会社の発行済株式総数の ％にあたる株式を譲渡すること
について、 ホールディング株式会社及び メタルテック株式会社との間で基本合意しました。
連結子会社は、上記の重要な子会社 社を含む 社であります。

会 社 名 資本金
当 社 の
出資比率

主 要 な 事 業 内 容

ヤマハ コーポレーション オブ アメリカ
千米ドル ％

楽器の輸入及び販売

ヤマハ ミュージック ホールディング ヨーロッパ
千ユーロ

欧州域内の投資管理及び欧州楽器販売の統括

ヤマハ ミュージック セントラル ヨーロッパ 楽器の輸入及び販売

ヤ マ ハ ケ ン ブ ル ミ ュ ー ジ ッ ク
千英ポンド

楽器の輸入及び販売

ヤマハ ミュージック マニュファクチャリング アジア
百万インドネシアルピア

楽器の製造

ヤ マ ハ 楽 器 音 響 （中 国） 投 資 有 限 公 司
千中国元

中国国内の投資管理並びに楽器及びオーディオ
の中国国内販売

天 津 ヤ マ ハ 電 子 楽 器 有 限 公 司 楽器の製造

杭 州 ヤ マ ハ 楽 器 有 限 公 司 楽器の製造

ヤマハ鹿児島セミコンダクタ株式会社
百万円

半導体の製造

ヤ マ ハ メ タ ニ ク ス 株 式 会 社 磁性材料・特殊合金の製造及び販売

ヤ マ ハ リ ビ ン グ テ ッ ク 株 式 会 社 リビング用品の製造及び販売

ヤ マ ハ フ ァ イ ン テ ッ ク 株 式 会 社 金型・部品等の設計、製造及び販売

重要な関連会社の状況

（注） ．ヤマハ発動機株式会社の出資比率には、子会社による間接所有 ％が含まれています。
．持分法適用会社は、上記のヤマハ発動機株式会社を含む 社であります。

会 社 名 資本金
当 社 の
出資比率

主 要 な 事 業 内 容

ヤ マ ハ 発 動 機 株 式 会 社
百万円 ％

二輪車・ボート等の製造及び販売



．主要な事業内容

事 業 区 分 主 要 製 品

楽 器 事 業 ピアノ、電子楽器、管・弦・打楽器、教育楽器、音響機器、防音室、音楽教室、英語教室、
コンテンツ配信、調律

・ 事 業 オーディオ、情報通信機器

電子機器・電子金属事業 半導体、特殊合金

リ ビ ン グ 事 業 システムキッチン、システムバス、洗面化粧台

レクリェーション事業 観光施設・宿泊施設・スキー場及びスポーツ施設の経営

そ の 他 の 事 業 ゴルフ用品、自動車用内装部品、 機器、金型 部品

．主要な営業所及び工場

当 社

本 社 静岡県浜松市中区中沢町 番 号

営業拠点
東京事業所（東京都港区）、大阪事業所（大阪市中央区）、
名古屋事業所（名古屋市中区）、九州事業所（福岡市博多区）、
北海道事業所（札幌市中央区）、仙台事業所（仙台市青葉区）

生産拠点
本社工場（浜松市中区）、天竜工場（浜松市南区）、
磐田工場（静岡県磐田市）、掛川工場（静岡県掛川市）、
豊岡工場（静岡県磐田市）、埼玉工場（埼玉県ふじみ野市）

子 会 社

国 内

株式会社ヤマハミュージック東京（東京都中央区）他販売子会社 社
ヤマハエレクトロニクスマーケティング株式会社（東京都港区）
ヤマハ鹿児島セミコンダクタ株式会社（鹿児島県姶良郡）
ヤマハメタニクス株式会社（静岡県磐田市）
ヤマハリビングテック株式会社（浜松市西区）
株式会社キロロアソシエイツ（北海道余市郡）他リゾート施設運営子会社 社
ヤマハファインテック株式会社（浜松市南区）

海 外

ヤマハ コーポレーション オブ アメリカ（米国）
ヤマハ カナダ ミュージック（カナダ）
ヤマハ ミュージック ホールディング ヨーロッパ（ドイツ）
ヤマハ ミュージック セントラル ヨーロッパ（ドイツ）
ヤマハ ケンブル ミュージック（英国）
ヤマハ ミュージック フランス（フランス）
ヤマハ ミュージック マニュファクチャリング アジア（インドネシア）
ヤマハ楽器音響（中国）投資有限公司（中国）
天津ヤマハ電子楽器有限公司（中国）
杭州ヤマハ楽器有限公司（中国）
ヤマハ エレクトロニクス コーポレーション （米国）
ヤマハ エレクトロニック ヨーロッパ（ドイツ）
ヤマハ エレクトロニクス マニュファクチャリング マレーシア（マレーシア）



．従業員の状況

事 業 区 分 従 業 員 数 前期末比増減

楽 器 事 業

・ 事 業

電 子 機 器・ 電 子 金 属 事 業

リ ビ ン グ 事 業

レ ク リ ェ ー シ ョ ン 事 業

そ の 他 の 事 業

合 計

名 名

（注） 従業員数は就業員数で記載しております。

．主要な借入先

該当事項はありません。



会社の株式に関する事項
発行可能株式総数 株

．発行済株式の総数 株（自己株式 株を除く。）

株 主 数 名

大 株 主

株 主 名 持 株 数

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）

ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー

三 井 住 友 海 上 火 災 保 険 株 式 会 社

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行

株 式 会 社 静 岡 銀 行

ザ チ ェ ー ス マ ン ハ ッ タ ン バ ン ク エ ヌ エ イ ロ ン ド ン

住 友 生 命 保 険 相 互 会 社

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）

日 本 生 命 保 険 相 互 会 社

株 式 会 社 み ず ほ コ ー ポ レ ー ト 銀 行

千株

会社の新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。



会社役員に関する事項
．取締役及び監査役の氏名等

氏 名 地 位 担当及び他の法人等の代表状況等

岸
きし

田
だ

勝
かつ

彦
ひこ

代表取締役会長

伊
い

藤
とう

修
しゅう

二
じ

代表取締役社長 財団法人ヤマハ音楽振興会理事長

加
か

藤
とう

博
ひろ

万
かず

常 務 取 締 役 サウンド・ 事業統括、研究・開発統括

黒
くろ

江
え

常
つね

夫
お

常 務 取 締 役 経営管理統括

梅
うめ

村
むら

充
みつる

常 務 取 締 役 楽器・音楽ソフト事業統括

長
は

谷
せ

川
がわ

至
とおる

取 締 役

八
や

幡
はた

泰
やす

司
し

取 締 役 プロダクティブテクノロジー事業統括、プロセス管理統括、ゴルフ事業推進部担当

岡
おか

部
べ

比呂男
ひ ろ お

取 締 役 楽器・音楽ソフト事業副統括

太
おお

田
た

直
なお

幹
もと

常 勤 監 査 役

堀
ほり

越
こし

美知夫
み ち お

常 勤 監 査 役

三
み

浦
うら

州
くに

夫
お

監 査 役 弁護士（河本・三浦法律事務所）

寺
てら

井
い

康
やす

晴
はる

監 査 役 ヤマハモーターソリューション株式会社代表取締役社長

（注） ．取締役・監査役の異動
取締役梅村充、岡部比呂男及び監査役寺井康晴の 名は、平成 年 月 日開催の第 期定時株主総会において
新たに選任され就任いたしました。
取締役梅村充は、平成 年 月 日開催の取締役会において、新たに常務取締役に選定され就任いたしました。

．取締役長谷川至は、社外取締役であります。
．監査役三浦州夫及び寺井康晴の 名は、社外監査役であります。
．代表取締役社長伊藤修二は、ヤマハ発動機株式会社の取締役を兼務しております。
．常勤監査役太田直幹は、ヤマハ発動機株式会社の監査役を兼務しております。



．取締役及び監査役の報酬等の額

取締役 名 億 百万円（うち社外取締役 名 百万円）

監査役 名 百万円（うち社外監査役 名 百万円）

（注） ．報酬等の額には、平成 年 月 日開催の第 期定時株主総会に提出予定の 役員賞与の支給の件 に基づく
取締役賞与 百万円（うち社外取締役分 百万円）及び監査役賞与 百万円（うち社外監査役分 百万円）、役
員賞与総額 億円が含まれております。
．平成 年 月 日開催の第 期定時株主総会において退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件をご承認いた
だきましたが、それに基づき上記の報酬等の額のほか、第 期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役
名及び監査役 名に対し総額 百万円の退職慰労金の支払いをいたしております。また、平成 年 月 日開

催の第 期定時株主総会終結の時をもって退任する取締役 名及び監査役 名に対し総額 億 百万円の退職
慰労金の支払いをいたします。
なお、上記支払金額は、平成 年 月末日迄の取締役及び監査役それぞれの在任期間に基づき算定された金額で
あります。

．社外役員に関する事項

取締役 長谷川至

他の会社の業務執行者または社外役員の兼任状況

平成 年 月 日まで当社の関連会社であるヤマハ発動機株式会社の取締役を兼務しておりました。

当事業年度における主な活動状況

当事業年度開催の取締役会 回のうち 回に出席し、上場会社の取締役であった経験を活かし、議案

審議等に必要な発言を適宜行っております。

責任限定契約の内容の概要

当社と会社法第 条第 項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任

限度額は、法令の定める最低限度額となります。

監査役 三浦州夫

他の会社の業務執行者または社外役員の兼任状況

該当事項はありません。

当事業年度における主な活動状況

当事業年度開催の取締役会 回の全てに出席、また監査役会 回の全てに出席し、主に弁護士として

の専門的見地からの発言を行っております。

責任限定契約の内容の概要

当社と会社法第 条第 項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任

限度額は、法令の定める最低限度額となります。



監査役 寺井康晴

他の会社の業務執行者または社外役員の兼任状況

ヤマハモーターソリューション株式会社の代表取締役社長を兼務しており、同社は当社の関連会社ヤ

マハ発動機株式会社の子会社であります。

当事業年度における主な活動状況

同氏は、平成 年 月 日開催の第 期の定時株主総会において新たに監査役に就任し、その後の当

事業年度開催の取締役会 回の全てに出席、また監査役会 回の全てに出席し、主に経営者としての

経験や見識に基づく発言を行っております。

責任限定契約の内容の概要

当社と会社法第 条第 項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任

限度額は、法令の定める最低限度額となります。

会計監査人の状況
．会計監査人の名称

新日本監査法人

．当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

当社の当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

百万円

（注）当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と証券取引法に基づく監査の監査報酬の額を
区分しておらず、実質的にも区分できないため、上記金額はこれらの合計額で記載しております。

当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

億 百万円

（注）当社の重要な子会社のうち、ヤマハ コーポレーション オブ アメリカ、ヤマハ ミュージック ホールディング
ヨーロッパ、ヤマハ ミュージック セントラル ヨーロッパ、ヤマハ ケンブル ミュージック、ヤマハ ミュー
ジック マニュファクチャリング アジア、ヤマハ楽器音響（中国）投資有限公司、天津ヤマハ電子楽器有限公
司、杭州ヤマハ楽器有限公司は、当社の会計監査人以外の公認会計士または監査法人（外国におけるこれらの資
格に相当する資格を有する者を含む）の監査を受けております。

．非監査業務の内容

・海外駐在員給与証明発行

・国際財務報告基準講習会

．会計監査人の解任または不再任の決定の方針

当社は、会社法第 条に定める監査役会による会計監査人の解任のほか、原則として会計監査人が

職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、監査役会の同意または請求により、会計監査

人の解任または不再任に関する議題を株主総会に提案いたします。



業務の適正を確保するための体制
．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

・取締役会は、取締役会決議を要する重要事項を取締役会規則で定めるとともに、意思決定の手続、決

議内容の合理性を要求する。代表取締役及び業務執行取締役は、職務執行の状況を取締役会に報告し、

取締役会は取締役の職務執行を監督する。

・監査役は、取締役の職務執行状況を監査基準、監査計画に基づき監査する。

・独立社外取締役、独立社外監査役の積極的な導入を進め、更なる経営の客観性と透明性を高める。

・コンプライアンス委員会を設置して、「コンプライアンス行動規準」の制定、規定・マニュアルの整

備を行い、コンプライアンス教育の徹底を図る。

・法令等の遵守体制及び有効な内部牽制システムの構築を行う。その推進のため、担当スタッフ部門は、

グループ企業に対し指導・助言を行う。

・内部監査部門を設置し、直接的あるいは間接的なグループ企業に対する内部監査をとおして更なる業

務改善を進める。

・公平で透明性の高い人事制度の確立をもってグループ企業従業員の意識の昂揚、モラルの向上を図る。

・コンプライアンスの実効性を高めるため、内部通報制度を設ける。

．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理等に関する体制

・取締役は、その職務の執行に係る文書その他の情報につき、社内規程に則り、適切に保存及び管理を

行う。

・内部監査部門による定期的な情報の保存・管理についての監査を実施する。

・重要情報の管理体制を構築し、正確かつ迅速な情報開示を行う。

．損失の危険に関する規程その他の体制

・業務執行に伴い発生する可能性のある各種リスクのうち、発生可能性、重要性に鑑み、法令違反行為、

ブランド毀損、 ・クレーム等の品質問題、環境、輸出管理、個人情報保護、健康安全等について

は、取締役を長とする全社横断的な委員会等を設置し、グループ全体のリスク管理方針の策定を行う。

また、個別のリスクマネジメントの実施については、リスクの内容に応じて決定した担当スタッフ部

門が、規程・マニュアルの整備及びグループ全体に対する指導・助言を行う。

・内部監査部門の内部監査をとおして、リスク情報の収集と適切な対応を行う。

．取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制

・取締役会は、取締役会規則、権限規程その他の業務執行に係る規程を整備し、取締役会と代表取締役

の権限と責任を明確にするほか、適切な権限委譲、当社各部門・グループ企業のミッション、指揮命

令系統の明確化をとおして業務執行スピードの向上と経営の効率性を高める。

・取締役会決議事項他のグループ全体に影響を及ぼす重要事項については、手続き・決議内容の合理性

・適法性を担保するため、事前に経営会議等において充分な討議を行い、必要に応じて外部専門家の



意見を聴取する。

・グループ全体の目標値の設定及び業績評価を行うため、迅速な経営判断、リスク管理を可能とする経

営管理システムを構築する。

．株式会社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

・グループ企業各社の経営状況の把握と正確かつ迅速な連結決算を行うための情報インフラを整備する。

・「グループ マネジメント 憲章」を定めグループ経営の方針を明確化するとともに、グループ企業管

理規程に基づき、子会社管轄部門は、所轄するグループ企業の経営について適切に指導・助言する責

任を負い、一定の重要事項について、子会社は当該部門と事前の協議・相談等をするものとし、スタッ

フ部門はこれを支援する。

・グループ全体を対象にリスク管理体制を敷くとともに、コンプライアンス教育を実施する。

・グループ企業は、原則として取締役会及び監査役（大会社にあっては、監査役会及び会計監査人）を

設置する。

・必要に応じ、内部監査、外部監査を行い、その結果を業務改善のためにフィードバックする。

．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

監査役の職務を補助する専任の組織として監査役会直轄の監査役室を設置する。また、監査役、監査

役室の要請により、スタッフ部門も監査事務の補助を行う。

．監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査役会は、監査役室の組織・人事異動について取締役から事前に報告を受けるほか、必要な場合は、

当該組織・人事異動に意見を述べ、あるいは変更を要請する。監査役室には、取締役の指揮命令に服さ

ない従業員を置く。更に、当該従業員の人事評価、懲戒処分は、監査役会の承認を要することとする。

．取締役及び使用人が監査役会に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制

・監査役会議長は、経営会議、執行役員会等の重要会議に出席し、意見を述べる。

・監査役は、決裁書他の重要書類を閲覧し、必要に応じて取締役及び従業員に対して説明・報告を求め

る。

・法令に定められた事項のほか、監査役会の定めるところに従い、下記の報告事項等を定期的に監査役

会に報告する。

・担当スタッフ部門による内部統制の活動報告

・担当スタッフ部門によるコンプライアンス遵守状況報告並びに内部通報制度の運用及び通報状況

・内部監査部門による内部監査の結果

．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

代表取締役社長は、自ら、あるいは内部監査部門をとおして、内部統制システムの整備、運用状況等

について、監査役と定期的な意見交換の場を持ち、その恒常的な改善を推進する。また、監査役が必

要と認める場合には、監査業務について外部専門家による支援を確保する。



株式会社の支配に関する基本方針
．当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

当社グループは、ヤマハブランドの下に、音・音楽を軸としながら、楽器等のハードウェア製造業を

主体としたメーカービジネスと、音楽教室や音楽コンテンツ配信等のソフト・サービスビジネスとの有

機的な連携等により独自の事業構造を形成しています。特に、当社の主力事業であります楽器事業につ

きましては、音楽教室、各種音楽イベントの実施をはじめとする不断の音楽普及活動、専門家対応等が

不可欠のものとなっており、当社は、内外の取引先、音楽関係者との信頼関係を通じてこれらの活動を

行っています。これらの活動とそれを支える人的資源の統合こそが当社グループの企業価値の源泉であ

ります。

近時、わが国の資本市場においては、対象となる会社の経営陣の賛同を得ることなく、一方的に大量

の株式の買付を強行するといった動きが顕在化しつつあります。こうした大量買付の中には、その目的

等からみて企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの等も少なくありませ

ん。当社は、上記当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を毀損する恐れのある不適切な大量

買付行為またはこれに類似する行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配するものとし

ては適切でないと考えております。

．基本方針の実現に資する取組み

「音・音楽を原点に培った技術と感性で新たな感動と豊かな文化を世界の人々とともに創りつづける

企業として成長する」ことを経営方針として掲げ、安定的な高収益の創出と持続的な成長に加え、良き

企業市民として経済面、環境面、社会面において求められる責任を果たすことにより企業価値 ブラン

ド価値の向上に努めています。

その実現のために、経営上の組織体制や仕組みを整備し、必要な施策を実施するとともに、国内外に

わたる積極的な 活動、タイムリーな情報開示をとおして、透明で質の高いかつ効率性を追求した経

営の実現に向け取り組んでいます。また、執行役員制度の導入、全社ガバナンス委員会（コンプライア

ンス委員会、 委員会、役員人事委員会）の設置、内部監査体制の整備等をとおしてガバナンス機

能の強化を図っております。剰余金の処分につきましては、中期的な連結利益水準をベースに経営基盤

強化・財務の健全性を保ちつつ連結業績を反映した適正な株主還元に努めています。

．基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止する

ための取組み

当社は、平成 年 月 日に開催された取締役会において、会社や株主の皆様の利益にならないよう

な不合理な買収が行われる事態を避けるために、特定の株主グループの議決権割合を ％以上とするこ

とを目的とする当社株券等の買付行為、または結果として特定の株主グループの議決権割合が ％以上

となる当社株券等の買付行為に対する対応方針を決定し、大量買付ルールを策定しました。

大量買付ルールにおいては、これらの大量買付行為を行う者に対して意向表明書や大量買付情報等の



提出を求めることとし、この大量買付ルールが遵守されない場合、あるいは当該大量買付行為が当社に

回復しがたい損害をもたらすものであることが明らかな場合には、当社取締役会は、株主全体の利益の

保護を目的として、新株予約権の無償割当てその他法令及び当社定款が取締役会の権限として認める措

置をとり、大量買付行為に対抗することがあります。

上記方針が基本方針に沿い、当社の株主の共同の利益を損なうものではなく、当社の役員の地位の維持

を目的とするものではないこと及びその理由

上記方針の目的は、大量買付行為が企業価値・株主価値を高めるものであるのか否かの判断を、株主

の皆様がご判断されるための情報を確実に入手できる手段と判断のための時間を確保することです。最

終的な判断は、株主の皆様にあります。当該大量買付行為が当社に回復しがたい損害をもたらすもので

あることが明らかな場合を除き、原則としてルールが遵守されている限り当該大量買付行為に対する対

抗措置を発動するものではありません。

以上のとおり、上記方針は、企業価値・株主価値の適正な判断に資するものであり、当社の役員の地

位の維持を目的とするものではありません。

なお、平成 年 月 日開催の定時株主総会において、株主の皆様の決議をもって、よりいっそう株

主意思を反映した新たな対応方針を導入するとともに、上記方針の廃止を予定しております。



資 産 の 部

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形 及 び 売 掛 金

有 価 証 券

棚 卸 資 産

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機 械 装 置 及 び 運 搬 具

工 具 器 具 備 品

土 地

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

の れ ん

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

長 期 貸 付 金

賃 借 不 動 産 保 証 金 敷 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

資 産 合 計

負 債 の 部

流 動 負 債
支 払 手 形 及 び 買 掛 金
短 期 借 入 金
一 年 以 内 返 済 の 長 期 借 入 金
未 払 費 用 及 び 未 払 金
未 払 法 人 税 等
特 定 取 引 前 受 金
繰 延 税 金 負 債
役 員 賞 与 引 当 金
製 品 保 証 引 当 金
返 品 調 整 引 当 金
構 造 改 革 費 用 引 当 金
延 払 未 実 現 利 益
そ の 他
固 定 負 債
長 期 借 入 金
繰 延 税 金 負 債
再 評 価 に 係 る 繰 延 税 金 負 債
退 職 給 付 引 当 金
長 期 預 り 金
そ の 他

負 債 合 計

純 資 産 の 部

株 主 資 本
資 本 金
資 本 剰 余 金
利 益 剰 余 金
自 己 株 式
評価・換算差額等
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益
土 地 再 評 価 差 額 金
為 替 換 算 調 整 勘 定
少 数 株 主 持 分

純 資 産 合 計

負 債 純 資 産 合 計

（単位 百万円）

連 結 貸 借 対 照 表
（平成 年 月 日現在）

（注） 記載金額は百万円未満を切捨して表示しております。



連 結 損 益 計 算 書

売 上 高

売 上 原 価

売上総利益

延払未実現利益

合計売上総利益

販売費及び一般管理費

営業利益

営 業 外 収 益

受取利息

受取配当金

持分法による投資利益

その他

営 業 外 費 用

支払利息

売上割引

その他

経常利益

特 別 利 益

固定資産処分益

製品保証引当金戻入額

投資有価証券売却益

特 別 損 失

固定資産処分損

減損損失

投資有価証券評価損

関係会社株式評価損

構造改革費用

特別退職金

税金等調整前当期純利益

法人税、住民税及び事業税

法人税等調整額

少数株主利益

当期純利益

（平成 年 月 日から平成 年 月 日まで）
（単位 百万円）

（注） 記載金額は百万円未満を切捨して表示しております。



株主資本

資本金 資 本
剰余金

利 益
剰余金 自己株式 株主資本

合 計

平成 年 月 日残高

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当

当期純利益

連結範囲の変動

持分の変動

土地再評価差額金の取崩

役員賞与金

自己株式の取得

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額）

連結会計年度中の変動額合計

平成 年 月 日残高

（平成 年 月 日から平成 年 月 日まで）
（単位 百万円）

連結株主資本等変動計算書

評価・換算差額等

そ の 他
有 価 証 券
評価差額金

繰 延
ヘッジ
損 益

土 地
再評価
差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

少数株主
持 分

純資産
合 計

平成 年 月 日残高

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当

当期純利益

連結範囲の変動

持分の変動

土地再評価差額金の取崩

役員賞与金

自己株式の取得

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額）

連結会計年度中の変動額合計

平成 年 月 日残高

（注） 記載金額は百万円未満を切捨して表示しております。



連 結 注 記 表
連結計算書類作成のための基本となる重要な事項
．連結の範囲に関する事項
連結子会社数 社
当連結会計年度より、新たに海外子会社 社を連結の範囲に含めております。また、海外子会社 社を連結の範囲から
除外しております。

主要な連結子会社の名称

（ ）
雅馬哈楽器音響（中国）投資有限公司

天津雅馬哈電子楽器有限公司 杭州雅馬哈楽器有限公司
ヤマハ鹿児島セミコンダクタ株式会社 ヤマハメタニクス株式会社
ヤマハリビングテック株式会社 ヤマハファインテック株式会社

主要な非連結子会社の名称及び連結の範囲から除いた理由
ヤマハライフサービス株式会社
非連結子会社はその資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金等を考慮した場合、全体としても連結計算書類に重要な
影響を及ぼしておりません。

．持分法の適用に関する事項
持分法を適用した関連会社数 社
主要な関連会社の名称
ヤマハ発動機株式会社
株式会社コルグ

持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社のうち主要な会社等の名称
ヤマハライフサービス株式会社
ヤマハ・オーリンメタル株式会社

持分法を適用しない理由
持分法非適用会社は、それぞれ連結純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がな
いため、持分法の適用から除外しております。

持分法の適用の手続きについて特に記載する必要があると認められる事項
持分法適用会社のうち、決算日が異なる会社については、当該会社の事業年度に係る計算書類を使用しており、連結決
算日までの期間に発生した重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。

．連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日は、以下の 社を除いてすべて、当社と同一であります。

天津雅馬哈電子楽器有限公司
広州雅馬哈・珠江鋼琴有限責任公司 雅馬哈貿易（上海）有限公司
蕭山雅馬哈楽器有限公司 雅馬哈楽器音響（中国）投資有限公司
雅馬哈電子（蘇州）有限公司 杭州雅馬哈楽器有限公司

上記 社の決算日は 月 日であり、連結決算日に正規の決算に準ずる合理的な手続きにより決算を行っております。

．会計処理基準に関する事項
重要な資産の評価基準及び評価方法
有価証券
満期保有目的の債券 … 償却原価法（定額法）
その他有価証券
時価のあるもの … 連結決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売

却原価は総平均法により算定）
時価のないもの … 総平均法による原価法

デリバティブ
時価法



棚卸資産
当社及び国内連結子会社は主として後入先出法による低価法によっており、在外連結子会社は主として移動平均法に
よる低価法によっております。
重要な減価償却資産の減価償却方法
有形固定資産
主として定率法によっております。但し、一部の連結子会社は定額法によっております。なお、主な耐用年数は次の
とおりであります。
建物 年（附属設備は主に 年）
構築物 年
機械及び装置 年
工具器具備品 年（金型は主に 年）

重要な引当金の計上基準
貸倒引当金
営業債権等を適正に評価するため、一般債権については貸倒実績率による算定額を、貸倒懸念債権等特定の債権につ
いては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
役員賞与引当金
役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
製品保証引当金
製品販売後に発生する補修費用に備えるため、売上高もしくは販売台数に対して経験率により、または個別見積によ
り計上しております。
構造改革費用引当金
事業の再編等に伴い発生する費用に備えるため、発生見込額を計上しております。
退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、主として当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計
上しております。
過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（ 年）による定額法により費
用処理しております。
数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（ 年）によ
る定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。
役員退職慰労引当金

（追加情報）
当社は、平成 年 月 日開催の定時株主総会終結の時をもって、役員退職慰労金制度を廃止いたしました。なお、
当該総会終結の時までに計上した役員退職慰労引当金については、長期未払金として固定負債の その他 に含めて
表示しております。
重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
なお、在外連結子会社等の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平
均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び少数株主持分に含めております。

重要なリース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借
取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

重要なヘッジ会計の方法
ヘッジ会計の方法
外貨建金銭債権債務のうち、為替予約を付すものについては振当処理を行っております。また、外貨建の予定取引の
為替リスクのヘッジについては、繰延ヘッジ処理を行っております。
ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段 … 先物為替予約、外貨プット円コールオプション買建
ヘッジ対象 … 外貨建金銭債権債務及び外貨建の予定取引
ヘッジ方針
各社の社内管理規程に従い、通常の輸出入取引に伴う為替相場の変動によるリスクを軽減するために、先物為替予約
取引及び通貨オプション取引について、実需の範囲内で行うこととしております。



ヘッジの有効性評価の方法
ヘッジ手段とヘッジ対象のキャッシュ・フローの固定化・変動の回避との相関関係が継続的に存在することが明らか
であることから、ヘッジ会計適用のためのヘッジの有効性の評価は不要のため、行っておりません。
その他連結計算書類作成のための重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項
全面時価評価法によっております。

．のれんの償却に関する事項
年間の均等償却によっております。

会計方針の変更
．貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用
当連結会計年度から 貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準 （企業会計基準委員会 平成 年 月 日 企
業会計基準第 号）及び 貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針 （企業会計基準委員会 平成
年 月 日 企業会計基準適用指針第 号）を適用しております。従来の 資本の部 の合計に相当する金額は
百万円であります。

．役員賞与に関する会計基準の適用
当連結会計年度から 役員賞与に関する会計基準 （企業会計基準委員会 平成 年 月 日 企業会計基準第 号）を
適用しております。この結果、従来の方法に比べて、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益が、 百万円減
少しております。

表示方法の変更
．連結貸借対照表
前連結会計年度まで、 連結調整勘定 として掲記しておりました連結子会社に係る投資と資本の消去差額は、当連結
会計年度から のれん として表示しております。
前連結会計年度まで、 アフターサービス費引当金 として区分掲記しておりましたピアノの調律及び調整費用の発生
見込額は、当連結会計年度から 製品保証引当金 に含めて表示しております。なお、当連結会計年度における 製品
保証引当金 に含まれる当該金額は 百万円であります。

連結貸借対照表に関する注記
．有形固定資産の減価償却累計額 百万円
．担保提供資産
担保に供している資産
有価証券のうち 百万円
有形固定資産のうち 百万円
投資有価証券のうち 百万円

計 百万円
担保に係る債務
短期借入金 百万円
特定取引前受金 百万円

計 百万円
．保証債務
下記の会社の金融機関からの借入債務に対して保証等を行っております。
浜松ケーブルテレビ株式会社 百万円

（実質的に保証している金額は 百万円であります。）
その他 百万円

計 百万円
．輸出受取手形割引高 百万円



．土地の再評価
土地の再評価に関する法律（平成 年 月 日公布法律第 号）に基づき、当社、連結子会社 社及び持分法適用会社
社が事業用土地の再評価を行っております。
再評価実施日 連結子会社 社及び持分法適用会社 社

平成 年 月 日
当社及び連結子会社 社
平成 年 月 日

再評価の方法
当社及び連結子会社 社は、土地の再評価に関する法律施行令（平成 年 月 日公布政令第 号）第 条第 号に
定める「地方税法第 条第十号の土地課税台帳又は同条第十一号の土地補充課税台帳に登録されている価格」により
算定し、持分法適用会社 社は、同法律施行令第 条第 号に定める「地方税法第 条に規定する地価税の課税価格の
計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により算定した価額」に合理的な調整
を行って算定しております。
再評価を行った土地の期末における時価と再評価後の帳簿価額との差額 百万円

連結株主資本等変動計算書に関する注記
．発行済株式の種類及び総数

．配当に関する事項
配当金の支払額

基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

株当たり情報に関する注記
株当たり純資産額 円 銭
株当たり当期純利益 円 銭

株式の種類 前 期 末 増 加 減 少 当 期 末

普通株式（株）

決 議 株式の種類 配当金の総額
（百万円）

株当たり
配当額（円） 基 準 日 効力発生日

平成 年 月 日
定時株主総会 普通株式 平成 年 月 日 平成 年 月 日

平成 年 月 日
取締役会 普通株式 平成 年 月 日 平成 年 月 日

決 議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
（百万円）

株当たり
配当額（円） 基 準 日 効力発生日

平成 年 月 日
定時株主総会 普通株式 利益剰余金 平成 年 月 日 平成 年 月 日



資 産 の 部

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

売 掛 金

製 品 及 び 商 品

原 材 料

仕 掛 品

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機 械 及 び 装 置

車 輌 運 搬 具

工 具 器 具 備 品

土 地

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

借 地 権

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

関 係 会 社 出 資 金

長 期 貸 付 金

差 入 保 証 金

繰 延 税 金 資 産

長 期 前 払 費 用

そ の 他

貸 倒 引 当 金

資 産 合 計

負 債 の 部

流 動 負 債
支 払 手 形
買 掛 金
短 期 借 入 金
未 払 金
未 払 法 人 税 等
未 払 費 用
前 受 金
預 り 金
役 員 賞 与 引 当 金
製 品 保 証 引 当 金
子 会 社 支 援 引 当 金
そ の 他
固 定 負 債
再 評 価 に 係 る 繰 延 税 金 負 債
退 職 給 付 引 当 金
長 期 預 り 金
そ の 他

負 債 合 計

純 資 産 の 部

株 主 資 本
資 本 金
資 本 剰 余 金
資 本 準 備 金
利 益 剰 余 金
利 益 準 備 金
そ の 他 利 益 剰 余 金
特 別 償 却 準 備 金
圧 縮 記 帳 積 立 金
別 途 積 立 金
繰 越 利 益 剰 余 金

自 己 株 式
評価・換算差額等
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益
土 地 再 評 価 差 額 金

純 資 産 合 計

負 債 純 資 産 合 計

（単位 百万円）

貸 借 対 照 表
（平成 年 月 日現在）

（注） 記載金額は百万円未満を切捨して表示しております。



損 益 計 算 書

売 上 高

売 上 原 価

売上総利益

販売費及び一般管理費

営業利益

営 業 外 収 益

受取利息

受取配当金

その他

営 業 外 費 用

支払利息

その他

経常利益

特 別 利 益

固定資産処分益

製品保証引当金戻入額

貸倒引当金戻入額

投資有価証券売却益

特 別 損 失

固定資産処分損

減損損失

投資有価証券評価損

関係会社株式評価損

子会社支援引当金繰入額

貸倒引当金繰入額

税引前当期純利益

法人税、住民税及び事業税

法人税等調整額

当期純利益

（平成 年 月 日から平成 年 月 日まで）
（単位 百万円）

（注） 記載金額は百万円未満を切捨して表示しております。



株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本
合 計資 本

準備金

資 本
剰余金
合 計

利 益
準備金

その他利益剰余金
利 益
剰余金
合 計

特別償却
準 備 金

圧縮記帳
積 立 金

買換資産取
得特別勘定
積 立 金

別 途
積立金

繰越利益
剰 余 金

平成 年 月 日残高
事業年度中の変動額
剰余金の配当
当期純利益
土地再評価差額金の取崩
特別償却準備金の積立
特別償却準備金の取崩
圧縮記帳積立金の積立
圧縮記帳積立金の取崩
買換資産取得特別勘定
積立金の積立

買換資産取得特別勘定
積立金の取崩
別途積立金の積立
役員賞与金
自己株式の取得
株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）
事業年度中の変動額合計
平成 年 月 日残高

（平成 年 月 日から平成 年 月 日まで）
（単位 百万円）

株主資本等変動計算書

評価・換算差額等

そ の 他
有 価 証 券
評価差額金

繰 延
ヘッジ
損 益

土 地
再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

純資産
合 計

平成 年 月 日残高
事業年度中の変動額
剰余金の配当
当期純利益
土地再評価差額金の取崩
特別償却準備金の積立
特別償却準備金の取崩
圧縮記帳積立金の積立
圧縮記帳積立金の取崩
買換資産取得特別勘定
積立金の積立

買換資産取得特別勘定
積立金の取崩
別途積立金の積立
役員賞与金
自己株式の取得
株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）
事業年度中の変動額合計
平成 年 月 日残高

（注） 記載金額は百万円未満を切捨して表示しております。



個 別 注 記 表
重要な会計方針
．資産の評価基準及び評価方法
有価証券
子会社及び関連会社株式 … 総平均法による原価法
その他有価証券
時価のあるもの … 決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却

原価は総平均法により算定）
時価のないもの … 総平均法による原価法

デリバティブ
時価法
棚卸資産
後入先出法による低価法

．固定資産の減価償却の方法
有形固定資産
定率法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 年（附属設備は主に 年） 構築物 年
機械及び装置 年 工具器具備品 年（金型は主に 年）

．引当金の計上基準
貸倒引当金
営業債権等を適正に評価するため、一般債権については貸倒実績率による算定額を、貸倒懸念債権等特定の債権につい
ては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
役員賞与引当金
役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
製品保証引当金
製品販売後に発生する補修費用に備えるため、売上高もしくは販売台数に対して経験率により、または個別見積により
計上しております。
退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（ 年）による定額法により費用
処理しております。
数理計算上の差異については、各期の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（ 年）による定額法によ
り按分した額をそれぞれ発生の翌期から費用処理しております。
役員退職慰労引当金

（追加情報）
当社は、平成 年 月 日開催の定時株主総会終結の時をもって、役員退職慰労金制度を廃止いたしました。なお、当
該総会終結の時までに計上した役員退職慰労引当金については、長期未払金として固定負債の その他 に含めて表示
しております。
子会社支援引当金
子会社が抱える欠損金を解消するための当社負担見込額を計上しております。

．リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・ リース取引については、通常の賃貸借取
引に係る方法に準じた会計処理によっております。

．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

．ヘッジ会計の方法
ヘッジ会計の方法
外貨建金銭債権債務のうち、為替予約を付すものについては振当処理を行っております。また、外貨建の予定取引の為
替リスクのヘッジについては繰延ヘッジ処理を行っております。



ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段 … 先物為替予約、外貨プット円コールオプション買建
ヘッジ対象 … 外貨建金銭債権債務及び外貨建の予定取引
ヘッジ方針
社内管理規程に従い、通常の輸出入取引に伴う為替相場の変動によるリスクを軽減するために、先物為替予約取引及び、
通貨オプション取引について、実需の範囲内で行うこととしております。
ヘッジの有効性評価の方法
ヘッジ手段とヘッジ対象のキャッシュ・フローの固定化・変動の回避との相関関係が継続的に存在することが明らかで
あることから、ヘッジ会計適用のためのヘッジの有効性の評価は不要のため、行っておりません。

．その他計算書類作成のための重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

会計方針の変更
．貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用
当事業年度から 貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準 （企業会計基準委員会 平成 年 月 日 企業会
計基準第 号）及び 貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針 （企業会計基準委員会 平成 年
月 日 企業会計基準適用指針第 号）を適用しております。従来の 資本の部 の合計に相当する金額は 百万
円であります。
．役員賞与に関する会計基準の適用
当事業年度から 役員賞与に関する会計基準 （企業会計基準委員会 平成 年 月 日 企業会計基準第 号）を適用
しております。この結果、従来の方法に比べて、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益は 百万円減少しております。

表示方法の変更
．貸借対照表
前事業年度まで、アフターサービス費引当金 として区分掲記しておりましたピアノの調律及び調整費用の発生見込額は、
当事業年度から 製品保証引当金 に含めて表示しております。なお、当事業年度における 製品保証引当金 に含まれ
る当該金額は 百万円であります。

貸借対照表に関する注記
．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
短期金銭債権 百万円 長期金銭債権 百万円
短期金銭債務 百万円 長期金銭債務 百万円

．有形固定資産の減価償却累計額 百万円
．土地の再評価
土地の再評価に関する法律（平成 年 月 日公布法律第 号）に基づき、事業用土地の再評価を行っております。
再評価実施日 平成 年 月 日
再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令（平成 年 月 日公布政令第 号）第 条第 号に定める 地方税法第 条第十
号の土地課税台帳又は同条第十一号の土地補充課税台帳に登録されている価格 により算定しております。
再評価を行った事業用土地の期末における時価と再評価後の帳簿価額との差額 百万円

．保証債務
営業上の債務保証他
金融機関からの借入
浜松ケーブルテレビ株式会社 百万円

（実質的に保証している金額は 百万円であります。）
その他 百万円

計 百万円
．輸出受取手形割引高 百万円



損益計算書に関する注記
．関係会社との取引高
売上高 百万円
仕入高 百万円
営業取引以外の取引高 百万円

株主資本等変動計算書に関する注記
．自己株式に関する事項

（変動事由の概要）
増加数の内訳は、次のとおりであります。
単元未満株式の買取による増加 株

税効果会計に関する注記
．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因
（繰延税金資産）

棚卸資産評価減 百万円
貸倒引当金 百万円
減価償却超過額 百万円
固定資産減損額 百万円
投資有価証券等評価減 百万円
未払賞与 百万円
製品保証引当金 百万円
退職給付引当金 百万円
その他 百万円
繰延税金資産小計 百万円
評価性引当額 百万円
繰延税金資産合計 百万円

（繰延税金負債）
圧縮記帳積立金 百万円
特別償却準備金 百万円
その他有価証券評価差額金 百万円
繰延税金負債合計 百万円
繰延税金資産の純額 百万円

リースにより使用する固定資産に関する注記
．当事業年度の末日におけるリース物件の取得原価相当額 百万円
．当事業年度の末日におけるリース物件の減価償却累計額相当額 百万円
．当事業年度の末日におけるリース物件の未経過リース料相当額 百万円
なお、取得価額相当額は、有形固定資産の期末残高等に占める未経過リース料期末残高の割合が低いため、 支払利子込
み法 により算定しております。

株当たり情報に関する注記
株当たり純資産額 円 銭
株当たり当期純利益 円 銭

株式の種類 前 期 末 増 加 減 少 当 期 末

普通株式（株）



連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書（謄本）

独立監査人の監査報告書
平成 年 月 日

ヤマハ株式会社

取締役会 御中

新 日 本 監 査 法 人
指 定 社 員 公認会計士 藤 田 和 弘業務執行社員

指 定 社 員 公認会計士 滝 口 隆 弘業務執行社員

当監査法人は、会社法第 条第 項の規定に基づき、ヤマハ株式会社の平成 年

月 日から平成 年 月 日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借

対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

この連結計算書類の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結計算

書類に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を

行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽の表示がないかどうかの合

理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した

会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての

連結計算書類の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表

明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業

会計の基準に準拠して、ヤマハ株式会社及び連結子会社から成る企業集団の当該連結計算書

類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと

認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。

以 上



会計監査人の監査報告書（謄本）

独立監査人の監査報告書
平成 年 月 日

ヤマハ株式会社

取締役会 御中

新 日 本 監 査 法 人
指 定 社 員 公認会計士 藤 田 和 弘業務執行社員

指 定 社 員 公認会計士 滝 口 隆 弘業務執行社員

当監査法人は、会社法第 条第 項第 号の規定に基づき、ヤマハ株式会社の平成 年

月 日から平成 年 月 日までの第 期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照

表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行

った。この計算書類及びその附属明細書の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の

立場から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ

た。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽の表示がないかどう

かの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用し

た会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての

計算書類及びその附属明細書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果と

して意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益

の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関

係はない。

以 上



監査役会の監査報告書（謄本）

監 査 報 告 書

当監査役会は、平成 年 月 日から平成 年 月 日までの第 期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各
監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
監査役会は、監査の方針、監査計画、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受
けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、監査計画、職務の分担等に従い、取締役、

内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会
その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明
を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保する
ために必要なものとして会社法施行規則第 条第 項及び第 項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容
及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）の状況を監視及び検証いたしました。事業報告に
記載されている会社法施行規則第 条第 号の基本方針及び第 号の各取組みについては、取締役会その他におけ
る審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。子会社については、子会社の取締役及び監査役等
と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。以上の方法に基づき、当該
事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。
さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、

会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から 職
務の遂行が適正に行われることを確保するための体制 （会社計算規則第 条各号に掲げる事項）を 監査に関す
る品質管理基準 （平成 年 月 日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明
を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本
等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

．監査の結果
事業報告等の監査結果

一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関
する取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

四 事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針につい
ては、指摘すべき事項は認められません。事業報告に記載されている会社法施行規則第 条第 号の各取組み
は、当該基本方針に沿ったものであり、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社の会社役員
の地位の維持を目的とするものではないと認めます。
計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
連結計算書類の監査結果
会計監査人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成 年 月 日

ヤマハ株式会社 監査役会

常勤監査役 太田 直幹
常勤監査役 堀越美知夫
社外監査役 三浦 州夫
社外監査役 寺井 康晴

以 上



株主総会参考書類

議案及び参考事項

第 号議案 剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

当社は、連結株主資本利益率の向上を念頭において、中期的な連結利益水準をベースに、研究開発・販

売投資・設備投資等経営基盤強化のために適正な内部留保を行うとともに、従来以上に連結業績を反映し

た配当を実施することを基本方針としております。

．期末配当に関する事項

第 期の期末配当につきましては、下記のとおりといたしたいと存じます。

株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

株主の皆様のご支援にお応えすべく、当社普通株式 株につき 円 銭増配し、 株につき 円 銭

（先に実施した中間配当と合わせて 円 銭）といたしたいと存じます。

なお、この場合の配当総額は 円となります。

剰余金の配当が効力を生じる日

平成 年 月 日

．剰余金の処分に関する事項

増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 円

減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 円



第 号議案 取締役 名選任の件

本総会終結の時をもって取締役全員が任期満了となりますので、取締役 名の選任をお願いするもので

あります。

取締役候補者は、次のとおりであります。
候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（他の法人等の代表状況）

所 有 す る
当社株式の数

伊
い

藤
とう

修
しゅう

二
じ

（昭和 年 月 日生）

昭和 年 月 当社入社
昭和 年 月 ヤマハ ケンブル ミュージック取締役社長
昭和 年 月 当社取締役
平成 年 月 同 常務取締役
平成 年 月 同 代表取締役専務
平成 年 月 同 代表取締役社長

現在に至る
（他の法人等の代表状況）
財団法人ヤマハ音楽振興会理事長

株

加
か

藤
とう

博
ひろ

万
かず

（昭和 年 月 日生）

昭和 年 月 当社入社
平成 年 月 同 エレクトロニクス開発センター長
平成 年 月 同 取締役
平成 年 月 同 常務取締役

現在に至る
平成 年 月 同 サウンド・ 事業統括、研究・開発統括

現在に至る

株

黒
くろ

江
え

常
つね

夫
お

（昭和 年 月 日生）

昭和 年 月 当社入社
平成 年 月 同 経営企画室長
平成 年 月 同 取締役
平成 年 月 同 常務取締役

現在に至る
平成 年 月 同 経営管理統括

現在に至る

株

梅
うめ

村
むら

充
みつる

（昭和 年 月 日生）

昭和 年 月 当社入社
平成 年 月 ヤマハ コーポレーション オブ アメリカ取締役社長
平成 年 月 当社執行役員
平成 年 月 同 楽器事業本部長
平成 年 月 同 上席執行役員
平成 年 月 同 常務取締役

現在に至る
平成 年 月 同 楽器・音楽ソフト事業統括

現在に至る

株

長
は

谷
せ

川
がわ

至
とおる

（昭和 年 月 日生）

昭和 年 月 ヤマハ発動機株式会社入社
昭和 年 月 同 取締役
平成 年 月 同 常務取締役
平成 年 月 同 専務取締役
平成 年 月 同 代表取締役社長
平成 年 月 当社取締役

現在に至る
平成 年 月 ヤマハ発動機株式会社取締役会長
平成 年 月 同 取締役退任

株



候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（他の法人等の代表状況）

所 有 す る
当社株式の数

八
や

幡
はた

泰
やす

司
し

（昭和 年 月 日生）

昭和 年 月 当社入社
平成 年 月 同 執行役員
平成 年 月 同 生産技術統括本部長
平成 年 月 同 取締役

現在に至る
平成 年 月 同 プロダクティブテクノロジー事業統括、プロセス管理統括

ゴルフ事業推進部担当
現在に至る

株

岡
おか

部
べ

比
ひ

呂
ろ

男
お

（昭和 年 月 日生）

昭和 年 月 当社入社
平成 年 月 同 管・教育楽器事業部長
平成 年 月 同 執行役員
平成 年 月 同 楽器事業本部副本部長
平成 年 月 同 取締役

現在に至る
平成 年 月 同 楽器 音楽ソフト事業副統括

現在に至る
（他の法人等の代表状況）
広州ヤマハ・珠江鋼琴有限責任公司董事長

株

高
たか

橋
はし

源
もと

樹
き

（昭和 年 月 日生）

昭和 年 月 当社入社
平成 年 月 ヤマハヨーロッパ取締役社長
平成 年 月 当社執行役員

現在に至る
平成 年 月 同 経営企画室長

現在に至る

株

（注） ．取締役候補者のうち、当社との間に特別の利害関係を有する者は次のとおりであります。
伊藤修二
財団法人ヤマハ音楽振興会の理事長を兼務し、当社は同財団法人に音楽教室の運営に伴う講師費用の支払等があると
ともに、音楽教室事業において、当社の全額出資子会社が同財団法人と競業関係にあります。
黒江常夫
ヤマハ企業年金基金の理事長を兼務し、当社は同基金に対し年金掛金の支払等があります。
ヤマハ健康保険組合の理事長を兼務し、当社は同組合に対し保険料の支払等があります。
ヤマハ共済会の理事長を兼務し、当社は同会に対し会費の拠出があります。
岡部比呂男
広州ヤマハ・珠江鋼琴有限責任公司の董事長を兼務し、当社及び当社の全額出資子会社は同社と製品の売買取引等が
あります。
長谷川至は、社外取締役候補者であります。

．社外取締役候補者に関する特記事項は以下のとおりであります。
長谷川至
ヤマハ発動機株式会社での役員であった経験を活かして当社の経営に助言をいただくため、社外取締役として選任を
お願いするものであります。
過去 年間において当社の関連会社であるヤマハ発動機株式会社代表取締役社長及び取締役会長となったことがあり
ます。
ヤマハ発動機株式会社取締役会長に在任中、同社において外国為替及び外国貿易法違反事件が発生しました。
当社社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって 年間であります。
当社と会社法第 条第 項の賠償責任を限定する契約を締結しております。その限定契約の内容は事業報告の 社
外役員に関する事項 （ 頁）に記載のとおりであります。



第 号議案 監査役 名選任の件

本総会終結の時をもって監査役太田直幹及び三浦州夫の 名は、任期満了となりますので、監査役 名

の選任をお願いするものであります。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

（注） 各候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
．三浦州夫は、社外監査役候補者であります。
．社外監査役候補者に関する特記事項は以下のとおりであります。
三浦州夫
長年の裁判官及び弁護士として培われた法律知識と幅広い見識を当社の監査業務に活かしていただくため、社外監査
役として選任をお願いするものであります。
直接企業経営に関与された経験はありませんが、弁護士として企業法務に精通し、企業統治についても充分な見識を
有しておられることから、社外監査役として職務を適切に遂行いただけるものと判断いたします。
当社社外監査役就任期間は、本総会終結の時をもって 年間であります。
当社と会社法第 条第 項の賠償責任を限定する契約を締結しております。その限定契約の内容は事業報告の 社
外役員に関する事項 （ 頁）に記載のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（他の法人等の代表状況）

所 有 す る
当社株式の数

三
み

浦
うら

州
くに

夫
お

（昭和 年 月 日生）

昭和 年 月 裁判官任官
昭和 年 月 裁判官退官
昭和 年 月 弁護士登録（大阪弁護士会入会）

清木尚芳法律事務所勤務
平成 年 月 河本・三浦法律事務所設立

現在に至る
平成 年 月 当社監査役

現在に至る

株

牧
まき

野
の

時
とき

久
ひさ

（昭和 年 月 日生）

昭和 年 月 当社入社
平成 年 月 同 経理・財務部長
平成 年 月 同 執行役員
平成 年 月 同 取締役
平成 年 月 同 顧問

現在に至る

株



第 号議案 役員賞与の支給の件

当期末の取締役 名及び監査役 名に対し、当期の業績等を勘案して、取締役賞与として 百万円（う

ち社外取締役 名に対し 百万円）、監査役賞与として 百万円（うち社外監査役 名に対し 百万円）、

計総額 億円の役員賞与を支給いたしたいと存じます。

第 号議案 当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）の導入承認の件

当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させることを目的として、当社株式の大量買付

行為に関する対応策につき、株主の皆様のご承認をお願いするものであります。

同対応策の内容は以下のとおりであります。

．当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

当社は、当社の株主の在り方は、当社株式の市場における自由な取引を通じて決せられるものであり、当

社の支配権の移転を伴う買付提案がなされた場合にこれに応じるべきか否かの判断も、最終的には株主全体

の意思に基づき行われるべきものと考えております。

しかしながら、近時、わが国の資本市場においては、対象となる会社の経営陣の賛同を得ることなく、一

方的に大量の株式の買付を強行するといった動きが顕在化しつつあります。こうした大量買付の中には、そ

の目的等からみて企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却

を事実上強要する恐れがあるもの、対象会社の取締役会や株主が買付の条件について検討し、あるいは対象

会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買付者の提示し

た条件よりも有利な条件をもたらすために買付者との交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値・株主

共同の利益に資さないものも少なくありません。

当社は、上記の例を含め、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損する恐れのある不適切な大量買

付行為またはこれに類似する行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者としては適切

でないと考えております。

．基本方針の実現に資する取組み

当社は、 音・音楽を原点に培った技術と感性で新たな感動と豊かな文化を世界の人々とともに創りつづ

ける企業として成長する ことを経営方針として掲げ、そのために、技術革新に努め、激変する市場環境へ

の適応力を強化し、常に優れた品質の商品とサービスの開発・提供を通してお客様の期待に応えるとともに、

経営の効率化に注力し、グローバルな競争力の獲得に努めております。

中期経営計画 においては、 持続的・安定的な高収益構造の確立、 独創的かつ高品質な商

品開発 事業創出、 企業の社会的な責任を重視した経営に積極的に取り組んでまいりました。中国におけ

る生産拠点の整備・増強の実施、中国ビジネス・音響機器事業の拡大等着実に成果をあげたほか、将来の事



業拡大への布石をうってまいりました。また、環境対応、コンプライアンス活動等を企業風土の中に定着化

させました。

新中期経営計画 （ ） では、音・音楽・ネットワーク関連技術を基

盤とした 楽器・音響・音楽ソフト、 ・ 、電子機器事業 を 領域として、グルー

プの成長を牽引する領域と位置付ける一方、他の事業については、多角化事業領域として各業界における強

固なポジション確立と健全な事業運営により、当社グループ企業価値の増大を図ってまいります。

また、当社は、事業成長により生み出された利益について、更なる成長に資するための研究開発・販売投

資・設備投資等に振り向けると同時に、従来以上に配当性向を重視した配当政策を採用し、株主への還元に

留意してまいります。

当社は、株主、顧客、従業員、地域社会からなるステークホルダーそれぞれに対し、次のようなコミット

メントを明確にし、その実行に努めております。各ステークホルダー間の調整を図りながら、それぞれの満

足度を高めることが長期的には企業価値の最大化につながるものと確信しております。

株主への約束………… 透明で質の高い経営により、健全な業績を確保し、適正な成果の蓄積と還元を図

るとともに、情報開示に努め、株主の皆様の理解と満足を高めます。

お客様への約束……… お客様の心からの満足のために、先進と伝統の技術、そして豊かな感性と創造性

で、優れた品質の商品・サービスを提供し、存在感と信頼感そして感動に溢れたブ

ランドでありつづけます。

ともに働く人々への約束

……… ヤマハブランドを輝かせ、その価値を創り出していくのは、ヤマハに関わりを持っ

て働く全ての人々です。社会規範に基づいた公正なルールの下で互いの信頼関係を

築くとともに、業務を通じて能力の発揮と自己実現がなされ、誇りと自信のもてる、

明るい企業風土づくりを目指します。

社会への約束………… 安全と地球環境への配慮を最優先し、高い倫理性をもって法律を遵守し、良き企業

市民として、地域社会、グローバル社会への社会・文化・経済の発展に貢献します。

．基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止する

ための取組み

本プラン導入の目的

当社グループは、その長く歴史ある事業活動によって、世界的にも比類なき独特の事業形態を生み出し、

ヤマハブランドの下に、音・音楽を軸としながら、楽器等のハードウェア製造業を主体としたメーカービジ

ネスと、音楽教室や音楽コンテンツ配信等のソフト・サービスビジネスとの有機的な連携等により他のいか

なる企業とも類似しない独自の事業構造を形成してまいりました。特に、当社の主力事業であります楽器事

業につきましては、音楽教室、各種音楽イベントの実施をはじめとする不断の音楽普及活動、専門家対応等

が不可欠のものとなっており、当社は、内外の取引先、音楽関係者との信頼関係を通じてこれらの活動を行っ



てまいりました。これらの活動とそれを支える人的資源の統合こそが当社グループの企業価値の源泉であり

ます。このような事業活動に関する十分な理解なくしては、株主の皆様が将来実現することのできる株主価

値を適正に判断することはできないものと考えます。そのため当社は、当社株式の適正な価値を投資家・株

主の皆様にご理解いただくよう、従来から 活動に努めてまいりました。しかしながら、突然当社株式に

対する大量買付がなされたときに、これらの買付者の提示する当社株式の取得対価が妥当か否かを株主の皆

様が短期間に適切にご判断いただくためには、買付者及び当社取締役会の双方から必要かつ十分な情報が提

供されることが不可欠であると考えます。さらにとりわけ当社株式を継続的に保有することを考える株主の

皆様にとっては、当該買付行為が当社に与える影響や、当社の従業員、関係会社、取引先及び顧客等のステー

クホルダーとの関係についての方針を含む、買付者が考える当社の経営に参画したときの経営方針や事業計

画の内容等は、その継続保有を検討するうえで重要な判断材料であります。同様に、当社取締役会が当該買

付行為についてどのような意見を有しているのかも、当社株主の皆様にとっては重要な判断材料となると考

えます。

こうした事情に鑑み、当社取締役会は、当社株式に対する大量買付が行われた際に、かかる大量買付に応

じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提案するために必要な情報や時間

を確保すること、株主の皆様のために買付者と交渉を行うこと等を可能とすることで、当社の企業価値ひい

ては株主共同の利益に反する買付行為を抑止するための枠組みが必要不可欠であると判断しました。

以上の理由により、当社取締役会は、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針

の決定が支配されることを防止するための取組みの一環として、当社株式の大量買付行為に関する対応策（買

収防衛策）（以下、 本プラン といいます。）のご承諾をお願いするものであります。

なお、現在、当社が具体的に第三者から大量買付あるいは組織再編の提案を受けている事実はありませ

ん。

本プランの概要

本プランの発動に係る手続の設定

本プランは、まず、当社の企業価値・株主共同の利益を確保・向上させることを目的として、当社株券

等（下記 本プランの発動に係る手続 の脚注 または の脚注 に該当するものをいいます。以

下、同じ。）に対する買付等（下記 本プランの発動に係る手続 に定義されます。以下、同じ。）が

行われる場合に、買付者または買付提案者（以下、併せて 買付者等 といいます。）に対し、事前に当

該買付等に関する情報の提供を求め、当社が、当該買付等についての情報収集・検討等を行う期間を確保

した上で、株主の皆様に当社経営陣の計画や代替案等を提示したり、買付者等との交渉等を行っていくた

めの手続を定めています（下記 本プランの発動に係る手続 をご参照ください。）。

新株予約権の無償割当てと独立委員会の利用

買付者等が本プランにおいて定められた手続に従うことなく買付を行う等、買付者等による買付等が当



社の企業価値・株主共同の利益を害する恐れがあると認められる場合（その詳細については下記 本新

株予約権の無償割当ての要件 をご参照ください。）には、当社は、当該買付者等による権利行使は認め

られないとの行使条件及び当社が当該買付者等以外の者から当社株式と引換えに新株予約権を取得する旨

の取得条項が付された新株予約権（その詳細は下記 本新株予約権の無償割当ての概要 にて後述する

ものとし、以下、 本新株予約権 といいます。）を、その時点の全ての株主に対して新株予約権無償割当

ての方法（会社法第 条以降に規定されます。）により割り当てます。

なお、本新株予約権の無償割当ての実施、不実施または取得等の判断については、当社取締役会の恣意

的判断を排するため、独立委員会規則（その概要については 独立委員会規則の概要 （ 頁 頁）を

ご参照ください。）に従い、 当社社外取締役、 当社社外監査役または 社外の有識者（実績ある会社

経営者、官庁出身者、投資銀行業務に精通する者、弁護士、公認会計士及び学識経験者等）で、当社経営

陣から独立した者のみから構成される独立委員会（以下、 独立委員会 といいます。）の判断を経るとと

もに、株主の皆様に適時に情報開示を行うことにより透明性を確保することとしています。本プランの導

入当初における独立委員会の委員には、当社社外監査役の三浦州夫氏（第 号議案が原案どおり承認され

ることを条件といたします。）並びに社外有識者である伊藤邦雄氏及び喜多村晴雄氏が、それぞれ就任し

ます（各委員の氏名及び略歴については 独立委員会委員略歴 （ 頁）をご参照ください。）。

本新株予約権の行使及び当社による本新株予約権の取得

仮に、本プランに従って本新株予約権の無償割当てがなされた場合で、買付者等以外の株主の皆様によ

る本新株予約権の行使により、または当社による本新株予約権の取得と引換えに、買付者等以外の株主の

皆様に対して当社株式が交付された場合には、当該買付者等の有する当社株式の議決権割合は、最大 ％

まで希釈化される可能性があります。

本プランの発動に係る手続

対象となる買付等

本プランにおいては、本新株予約権は、以下、 または に該当する買付またはこれに類似する行為（以

下、併せて 買付等 といいます。）がなされたときに、本プランに定められる手続に従い無償割当てが

なされることとなります。

当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が ％以上となる買付

当社が発行者である株券等について、公開買付けに係る株券等の株券等所有割合及びその特別関係

者の株券等所有割合の合計が ％以上となる公開買付け

買付者等に対する情報提供の要求

上記 に定める買付等を行う買付者等は、当社取締役会が別途認めた場合を除き、買付等の実行に先立

ち、当社に対して、以下の各号に定める、買付等の内容の検討に必要な情報（以下、 本必要情報 とい

います。）及び当該買付者等が買付等に際して本プランに定める手続を遵守する旨の誓約文言等を記載し



た書面（以下、 買付説明書 と総称します。）を、当社の定める書式により提出していただきます。

当社取締役会は、上記の買付説明書を受領した場合、速やかにこれを独立委員会に提供するものとしま

す。独立委員会は、これを受けて、当該買付説明書の記載内容が本必要情報として不十分であると判断し

た場合には、買付者等に対し、適宜回答期限を定めた上、自らまたは当社取締役会等を通じて本必要情報

を追加的に提出するよう求めることがあります。この場合、買付者等においては、当該期限までに、本必

要情報を追加的に提供していただきます。

買付者等及びそのグループ（共同保有者、特別関係者及び（ファンドの場合は）各組合員その他の

構成員を含みます。）の詳細（具体的名称、資本構成、財務内容等を含みます。）

買付等の目的、方法及び内容（買付等の対価の価額・種類、買付等の時期、関連する取引の仕組み、

買付等の方法の適法性、買付等の実行可能性等を含みます。）

買付等の価額の算定根拠（算定の前提となる事実・仮定、算定方法、算定に用いた数値情報並びに買

付等に係る一連の取引により生じることが予想されるシナジーの内容、そのうち少数株主に対して分

配されるシナジーの内容を含みます。）

買付等の資金の裏付け（資金の提供者（実質的提供者を含みます。）の具体的名称、調達方法、関連

する取引の内容を含みます。）

買付等の後の当社グループの経営方針、事業計画、資本政策及び配当政策

買付等の後における当社の従業員、取引先、顧客その他の当社に係る利害関係者の処遇方針

その他独立委員会が合理的に必要と判断する情報

なお、独立委員会は、買付者等が本プランに定められた手続に従うことなく買付等を開始したものと認

められる場合には、引き続き買付説明書及び本必要情報の提出を求めて買付者等と協議・交渉等を行うべ

き特段の事情がある場合を除き、原則として、下記 記載のとおり、当社取締役会に対して、本新株予

約権の無償割当てを実施することを勧告します。

買付等の内容の検討・買付者等との交渉・代替案の提示

当社取締役会に対する情報提供の要求

独立委員会は、買付者等から買付説明書及び独立委員会が追加提出を求めた本必要情報（もしあれば）

が提出された場合、当社取締役会に対しても、独立委員会が定める合理的な期間内に買付者等の買付等の

内容に対する意見（留保する旨の意見を含むものとします。以下、同じ。）、その根拠資料、及び代替案（も

しあれば）その他独立委員会が適宜必要と認める情報・資料等を速やかに提示するよう要求することがあ

ります。

独立委員会による検討作業

買付者等及び（当社取締役会に対して上記 のとおり情報・資料等の提示を要求した場合には）当社取

締役会から情報・資料等（追加的に要求したものも含みます。）の提供が充分になされたと独立委員会が

認めた場合、独立委員会は、原則として最長 日間の検討期間（但し、下記 に記載するところに従い、



独立委員会は当該期間の延長・再延長をその決議をもって行うことができるものとし、以下、 独立委員

会検討期間 といいます。）を設定します。

独立委員会は、独立委員会検討期間内において買付者等及び当社取締役会から提供された情報・資料等

に基づき、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の観点から、買付者等の買付等の内容の検討、

当社取締役会による代替案の検討及び買付者等と当社取締役会の事業計画等に関する情報収集・比較検討

等を行います。また、独立委員会は、必要があれば、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上とい

う観点から当該買付等の内容を改善させるために、当社取締役会等を通じて当該買付者等と協議・交渉を

行うものとし、また、株主の皆様に対する当社の代替案の提示を行うものとします。

買付者等は、独立委員会が、独立委員会検討期間において、自らまたは当社取締役会等を通じて、検討

資料その他の情報提供、協議・交渉等を求めた場合には、速やかにこれに応じなければならないものとし

ます。なお、買付者等は、独立委員会検討期間が終了するまでは、買付等を開始することはできないもの

とします。

独立委員会の判断が、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するようになされることを確保する

ために、独立委員会は、当社の費用で、独立した第三者（ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、

弁護士、コンサルタントその他の専門家を含みます。）の助言を得ることができるものとします。

株主に対する情報開示

独立委員会は、自らまたは当社取締役会等を通じて、買付説明書の提出の事実及びその概要並びに本必

要情報の概要その他の情報のうち独立委員会が適切と判断する事項について、独立委員会が適切と判断す

る時点で株主の皆様に対する情報開示を行います。

独立委員会における判断方法

独立委員会は、買付者等が出現した場合において、以下の手続に従い、当社取締役会に対する勧告を行

うものとします。なお、独立委員会が当社取締役会に対して下記 から に定める勧告または決議をした

場合その他独立委員会が適切と考える場合には、独立委員会は、当該勧告または決議の事実とその概要そ

の他独立委員会が適切と判断する事項（下記 に従い独立委員会検討期間を延長・再延長する旨の決議を

行う場合にはその旨及び延長・再延長の理由・期間の概要を含みます。）について、速やかに情報開示を

行います。

独立委員会が本プランの発動を勧告する場合

独立委員会は、買付者等が上記 または に規定する手続を遵守しなかった場合、または買付者等の買

付等の内容の検討、買付者等との協議・交渉の結果、買付者等による買付等が下記 本新株予約権の無償

割当ての要件 に定める要件のいずれかに該当すると判断した場合には、独立委員会検討期間の開始また

は終了の有無を問わず、当社取締役会に対して、本新株予約権の無償割当てを実施することを勧告します。

但し、独立委員会は、一旦本新株予約権の無償割当ての実施の勧告をした後も、以下のいずれかの事由

に該当すると判断した場合には、本新株予約権の無償割当ての効力発生日までは本新株予約権の無償割当



ての中止、本新株予約権の無償割当ての効力発生日後本新株予約権の行使期間の初日の前日までは本新株

予約権の無償取得を含む別個の判断を行い、これを当社取締役会に勧告することができるものとします。

当該勧告後買付者等が買付等を撤回した場合その他買付等が存しなくなった場合

当該勧告の判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、買付者等による買付等が下記 本新株予

約権の無償割当ての要件 に定める要件のいずれにも該当しない場合

独立委員会が本プランの不発動を勧告する場合

独立委員会は、買付者等の買付等の内容の検討、買付者等との協議・交渉の結果、買付者等による買付

等が下記 本新株予約権の無償割当ての要件 に定める要件のいずれにも該当しないと判断した場合、

または当社取締役会が独立委員会の要求にかかわらず上記 に規定する意見または独立委員会が要求す

る情報・資料等を所定期間内に提示しなかった場合には、独立委員会検討期間の終了の有無を問わず、当

社取締役会に対して、本新株予約権の無償割当てを実施しないことを勧告します。

但し、独立委員会は、一旦本新株予約権の無償割当ての不実施の勧告をした後でも、当該勧告の判断の

前提となった事実関係等に変動が生じ、買付者等による買付等が下記 本新株予約権の無償割当ての要

件 に定める要件のいずれかに該当すると判断するに至った場合には、本新株予約権の無償割当ての実施

を含む別個の判断を行い、これを当社取締役会に勧告することができるものとします。

独立委員会が独立委員会検討期間の延長を行う場合

独立委員会が、当初の独立委員会検討期間終了時までに、本新株予約権の無償割当ての実施または不実

施の勧告を行うに至らない場合には、独立委員会は、当該買付者等の買付内容の検討、当該買付者等との

協議・交渉、代替案の検討等に必要とされる範囲内で、独立委員会検討期間を延長する旨の決議を行いま

す（なお、当該期間延長後、更なる期間の延長を行う場合においても同様の手続によるものとします。）。

上記延長の決議により独立委員会検討期間が延長された場合、独立委員会は、引き続き、情報収集、検

討等を行うものとし、延長期間内に本新株予約権の無償割当ての実施または不実施の勧告や代替案の提示

等を行うよう最大限努めるものとします。

取締役会の決議

当社取締役会は、独立委員会から上記勧告を受けた場合には、これを最大限尊重して速やかに、本新株

予約権無償割当ての実施または不実施等（本新株予約権の無償割当ての中止を含みます。）に関する会社

法上の機関としての決議を行うものとします。

当社取締役会は、上記取締役会決議を行った場合速やかに、当該決議の概要その他当社取締役会が適切

と判断する事項について、情報開示を行います。

本新株予約権の無償割当ての要件

当社は、買付者等による買付等が下記のいずれかに該当する場合、上記 本プランの発動に係る手続

に記載される当社取締役会の決議により、本新株予約権の無償割当てを実施することを予定しております。



なお、上記 本プランの発動に係る手続 のとおり、下記の要件に該当するかどうかについては、必ず

独立委員会の判断を経ることになります。

上記 本プランの発動に係る手続 に定める情報提供及び独立委員会検討期間の確保その他本プラ

ンに定める手続を遵守しない買付等である場合

下記に掲げる行為その他これに類似する行為により、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に対する

明白な侵害をもたらす恐れのある買付等である場合

株式等を買い占め、その株式等につき当社に対して高値で買取りを要求する行為

当社の経営を一時的に支配して、当社の重要な資産等を廉価に取得する等、当社の犠牲の下に買付者

等の利益を実現する経営を行うような行為

当社の資産を買付者等やそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用する行為

当社の経営を一時的に支配して、当社の事業に当面関係していない高額資産等を処分させ、その処分

利益をもって、一時的な高配当をさせるか、一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙って高値で

売り抜ける行為

強圧的二段階買付（最初の買付で全株式の買付を勧誘することなく、二段階目の買付条件を株主に対し

て不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開買付け等の株式買付を行うことをいいます。）等株主

に株式の売却を事実上強要する恐れのある買付等である場合

当社に、当該買付等に対する代替案を提示するために合理的に必要な期間を与えることなく行われる買

付等である場合

当社株主に対して、本必要情報その他買付等の内容を判断するために合理的に必要とされる情報を十分

に提供することなく行われる買付等である場合

買付等の条件（対価の価額・種類、買付等の時期、買付等の方法の適法性、買付等の実行可能性、買付

等の後における当社の従業員、取引先、顧客その他の当社に係る利害関係者の処遇方針等を含みます。）

が当社の本源的価値に鑑み相当程度に不十分または不適当な買付等である場合

当社の企業価値を生み出す上で必要不可欠な当社のブランド並びに当社と当社株主、従業員、取引先及

び顧客等との関係を破壊し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に反する重大な恐れをもたらす買

付等である場合

本新株予約権の無償割当ての概要

本プランに基づき実施する本新株予約権の無償割当ての概要は、以下のとおりです（本新株予約権の詳細

については 新株予約権無償割当ての要項 （ 頁 頁）をご参照ください。）。

本新株予約権の数

当社取締役会が、本新株予約権の無償割当ての取締役会決議（以下、 本新株予約権無償割当て決議

といいます。）において別途定める割当期日（以下、 割当期日 といいます。）における当社の最終の発



行済株式総数（但し、同時点において当社の有する当社株式の数を控除します。）に相当する数とします。

割当対象株主

割当期日における当社の最終の株主名簿または実質株主名簿に記載または記録された当社以外の株主に

対し、その保有する当社株式 株につき本新株予約権 個の割合で、本新株予約権を無償で割り当てます。

本新株予約権の無償割当ての効力発生日

当社取締役会が本新株予約権無償割当て決議において別途定める日とします。

本新株予約権の目的である株式の種類及び数

本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権 個当たりの目的である株式

の数（以下、 対象株式数 といいます。）は、別途調整がない限り 株とします。

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、本新株予約権の行使に際して出資される財産

の当社株式 株当たりの価額は、 円を下限とし当社株式 株の時価の 分の の金額を上限とする金額

の範囲内で、当社取締役会が本新株予約権無償割当て決議において別途定める価額とします。

本新株予約権の行使期間

本新株予約権の無償割当ての効力発生日または本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別

途定める日を初日とし、 ヶ月間から ヶ月間までの範囲で、当社取締役会が本新株予約権無償割当て決

議において別途定める期間とします。但し、下記 に基づき当社による本新株予約権の取得がなされる

場合、当該取得に係る本新株予約権についての行使期間は、当該取得日の前営業日までとします。また、

行使期間の最終日が行使に際して払い込まれる金銭の払込みの取扱場所の休業日にあたるときは、その翌

営業日を最終日とします。

本新株予約権の行使条件

特定大量保有者、 特定大量保有者の共同保有者、 特定大量買付者 、 特定大量買付者の特別関

係者、もしくは 上記 ないし に該当する者から本新株予約権を当社取締役会の承認を得ることなく譲

り受けもしくは承継した者、または、 上記 ないし 記載の者の関連者 （以下、 ないし に該当す

る者を 特定買付者等 と総称します。）は、原則として本新株予約権を行使することができません。また、

外国の適用法令上、本新株予約権の行使にあたり所定の手続が必要とされる非居住者も、原則として本新

株予約権を行使することができません（但し、非居住者のうち当該外国の適用法令上適用除外規定が利用

できる等の一定の者は行使することができるほか、非居住者の本新株予約権も下記 のとおり、当社によ

る当社株式を対価とする取得の対象となります。詳細については 新株予約権無償割当ての要項 （ 頁

頁）をご参照ください。）。

本新株予約権の譲渡

本新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の承認を要します。



当社による本新株予約権の取得

当社は、本新株予約権の行使期間の初日の前日までの間いつでも、当社が本新株予約権を取得するこ

とが適切であると当社取締役会が認める場合には、当社取締役会が別に定める日の到来をもって、全

ての本新株予約権を無償で取得することができるものとします。

当社は、当社取締役会が別に定める日の到来をもって、特定買付者等以外の者が有する本新株予約権

のうち当該日の前営業日までに未行使の本新株予約権の全てを取得し、これと引換えに、本新株予約

権 個につき対象株式数の当社株式を交付することができます。当社はかかる本新株予約権の取得を

複数回行うことができます。

なお、上記に用いられる用語の定義及び詳細については 新株予約権無償割当ての要項 （ 頁 頁）

をご参照ください。

本プランの有効期間

本プランの有効期間は、平成 年に開催される当社定時株主総会後、最初に開催される取締役会終結の時

までとします。本プランに基づいて本新株予約権の無償割当てを行う場合には、この期間内に当社取締役会

においてその決議を行うものとします。

本プランの廃止及び修正・変更等

本プランの導入後、有効期間の満了前であっても、 当社の株主総会において本プランを廃止する旨の決

議が行われた場合、または 当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により本プランを廃

止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されるものとします。従って、本プランは、

株主の皆様のご意向に従ってこれを廃止させることが可能です。また、当社取締役会は、本プランの有効期

間中であっても、本プラン導入の承認に係る株主総会決議の趣旨に反しない範囲で、独立委員会の承認を得

た上で、本プランを修正・変更する場合があります。

当社は、本プランが廃止または修正・変更された場合には、当該廃止または修正・変更の事実及び（修正・

変更の場合には）修正・変更内容その他当社取締役会または独立委員会が適切と判断する事項について、速

やかに情報開示を行います。

なお、本プランにおいて引用する法令の規定は、平成 年 月 日現在施行されている規定を前提として

いるものであり、同日以後、法令の新設または改廃に伴って必要な場合には、当社取締役会において当該新

設または改廃の趣旨を考慮の上、本プランの条項ないし用語の意義等を適宜合理的な範囲内で読み替えるこ

とができるものとします。



．本プランが基本方針に沿い、当社の株主の共同の利益を損なうものではなく、当社の役員の地位の維持

を目的とするものではないこと及びその理由

買収防衛策に関する指針の要件を完全に充足していること

本プランは、経済産業省及び法務省が平成 年 月 日に発表した 企業価値・株主共同の利益の確保ま

たは向上のための買収防衛策に関する指針 の定める三原則（企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原

則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性の原則）を完全に充足しています。

株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること

本プランは、上記 ． 本プラン導入の目的 にて記載したとおり、当社株式に対する買付等がなされ

た際に、当該買付等に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示する

ために必要な情報や時間を確保したり、株主の皆様のために買付者等と交渉を行うこと等を可能とすること

により、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させるという目的をもって導入されるもの

です。

株主意思を重視するものであること

本プランは、上記 ． 本プラン導入の目的 にて記載したとおり、本総会において承認可決の決議が

なされることを条件として導入されるものです。また、上記 ． 本プランの廃止及び修正・変更等 に

て記載したとおり、本プランの有効期限の満了前であっても、株主総会において本プランを廃止する旨の決

議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されることになり、その意味で、本プランの消長には、

株主の皆様のご意向が反映されることとなっております。

独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示

当社は、本プランの導入にあたり、当社取締役会の恣意的判断を排除し、株主の皆様のために本プランの

発動等の運用に際しての実質的な判断を客観的に行う機関として、独立委員会を設置しました。

独立委員会は、当社の業務執行を行う経営陣から独立している、 当社社外取締役、 当社社外監査役、

または 社外の有識者のいずれかに該当する委員 名以上により構成されます（上記 ． 本プランの概

要 にて記載したとおり、本プランの導入当初における独立委員会の委員は、三浦州夫氏（第 号議案が

原案どおり承認されることを条件といたします。）、伊藤邦雄氏及び喜多村晴雄氏の 名です。）。

当社株式に対して買付等がなされた場合には、上記 ． 本プランの発動に係る手続 にて記載したと

おり、独立委員会が、独立委員会規則に従い、当該買付等が当社の企業価値・株主共同の利益を毀損するか

否か等の実質的な判断を行い、当社取締役会はその判断を最大限尊重して会社法上の機関としての決議を行

うこととします。

このように、独立委員会によって、当社取締役会が恣意的に本プランの発動等の運用を行うことのないよ



う、厳しく監視するとともに、同委員会の判断の概要については株主の皆様に情報開示をすることとされて

おり、当社の企業価値・株主共同の利益に適うように本プランの透明な運営が行われる仕組みが確保されて

います。

合理的な客観的発動要件の設定

本プランは、上記 ． 本プランの発動に係る手続 及び ． 本新株予約権の無償割当ての要件

にて記載したとおり、予め定められた合理的かつ詳細な客観的要件が充足されなければ発動されないように

設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しているものといえます。

第三者専門家の意見の取得

上記 ． 本プランの発動に係る手続 にて記載したとおり、買付者等が出現すると、独立委員会は、

当社の費用で、独立した第三者（ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタント

その他の専門家を含みます。）の助言を得ることができることとされています。これにより、独立委員会に

よる判断の公正さ・客観性がより強く担保される仕組みとなっています。

当社取締役の任期は 年であること

当社取締役の任期は 年です。従って、毎年の取締役の選任を通じても、本プランにつき、株主の皆様の

ご意向を反映させることが可能となります。

デッドハンド型買収防衛策やスローハンド型買収防衛策ではないこと

上記 ． 本プランの廃止及び修正・変更等 にて記載したとおり、本プランは、当社の株主総会で選

任された取締役で構成される取締役会により廃止することができるものとされており、当社の株券等を大量

に買い付けた者が、当社株主総会で取締役を指名し、かかる取締役で構成される取締役会により、本プラン

を廃止することが可能です。

従って、本プランは、デッドハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動

を阻止できない買収防衛策）ではありません。

また、当社は期差任期制を採用していないため、本プランはスローハンド型買収防衛策（取締役会の構成

員の交替を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策）でもありま

せん。

．株主の皆様への影響

本プランの導入時に株主の皆様に与える影響

本プランの導入時点においては、本新株予約権の無償割当て自体は行われませんので、株主及び投資家の



皆様の権利・利益に直接具体的な影響が生じることはありません。

本新株予約権の無償割当てにより株主の皆様に与える影響等

本新株予約権の無償割当ての手続及び名義書換手続

当社取締役会において、本新株予約権無償割当て決議を行った場合には、当社は、当該決議において割

当期日を定め、これを公告いたします。この場合、割当期日における最終の株主名簿または実質株主名簿

に記載または記録された株主の皆様（以下、 割当対象株主 といいます。）に対し、その保有する当社株

式 株につき本新株予約権 個の割合で、本新株予約権が無償にて割り当てられます。従いまして、株主

の皆様におかれては、割当期日に間に合うよう、速やかに株式の名義書換手続を行っていただく必要があ

ります（証券保管振替機構に対する預託を行っている株券については、名義書換手続は不要です。）。なお、

割当対象株主の皆様は、当該本新株予約権の無償割当ての効力発生日において、当然に本新株予約権に係

る新株予約権者となるため、申込の手続等は不要です。

なお、一旦本新株予約権無償割当て決議がなされた場合であっても、当社は、上記 ． 本プランの

発動に係る手続 に記載した独立委員会の勧告を最大限尊重して、本新株予約権の無償割当ての効力

発生日までに本新株予約権の無償割当てを中止し、または本新株予約権の無償割当ての効力発生日後本新

株予約権の行使期間の初日の前日までに本新株予約権を無償にて取得する場合があります。これらの場合

には、 株当たりの株式の価値の希釈化は生じませんので、 株当たりの株式の価値の希釈化が生じるこ

とを前提にして売付等を行った株主及び投資家の皆様は、株価の変動により相応の損害を被る可能性があ

ります。

本新株予約権の行使の手続

当社は、割当対象株主の皆様に対し、原則として、本新株予約権の行使請求書（行使に係る本新株予約

権の内容及び数、本新株予約権を行使する日等の必要事項、並びに株主ご自身が本新株予約権の行使条件

を充足すること等についての表明保証条項、補償条項その他の誓約文言を含む当社所定の書式によるもの

とします。）その他本新株予約権の行使に必要な書類を送付いたします。本新株予約権の無償割当て後、

株主の皆様においては、本新株予約権の行使期間内に、これらの必要書類を提出した上、本新株予約権

個当たり 円を下限とし、当社株式 株の時価の 分の の金額を上限とする金額の範囲内で当社取締役

会が本新株予約権無償割当て決議において定める行使価額に相当する金銭を払込取扱場所に払い込むこと

により、 個の本新株予約権につき、原則として 株の当社株式が発行されることになります。

仮に、株主の皆様が、こうした本新株予約権の行使及び行使価額相当の金銭の払込を行わなければ、他

の株主の皆様による本新株予約権の行使により、その保有する当社株式が希釈化することになります。

但し、当社は、下記 に記載するところに従って特定買付者等以外の株主の皆様から本新株予約権を取

得し、それと引換えに当社株式を交付することがあります。当社がかかる取得の手続を取った場合、特定

買付者等以外の株主の皆様は、本新株予約権の行使及び行使価額相当の金銭の払込をせずに当社株式を受



領することとなり、その保有する当社株式の希釈化は原則として生じません。

当社による本新株予約権の取得の手続

当社は、当社取締役会が本新株予約権を取得する旨の決定をした場合、法定の手続に従い、当社取締役

会が別に定める日において、特定買付者等以外の株主の皆様から本新株予約権を取得し、これと引換えに

当社株式をかかる株主の皆様に交付することがあります。この場合、かかる株主の皆様は、行使価額相当

の金銭を払い込むことなく、当社による当該本新株予約権の取得の対価として、 個の本新株予約権につ

き原則として 株の当社株式を受領することになります。なお、この場合、かかる株主の皆様には、別途、

ご自身が特定買付者等でないこと等についての表明保証条項、補償条項その他の誓約文言を含む当社所定

の書式による誓約書をご提出いただくことがあります。

上記のほか、本新株予約権の割当て方法、行使の方法及び当社による取得の方法の詳細につきましては、

本新株予約権の無償割当て決議が行われた後、株主の皆様に対して公表または通知いたしますので、当該内

容をご確認ください。

以 上

証券取引法第 条の 第 項に定義されます。以下、別段の定めがない限り同じとします。

証券取引法第 条の 第 項に基づき保有者に含まれる者を含みます。

証券取引法第 条の 第 項に定義されます。以下、同じとします。

証券取引法第 条の 第 項に定義されます。以下、 において同じとします。

証券取引法第 条の 第 項に定義されます。以下、同じとします。

証券取引法第 条の 第 項に定義されます。以下、同じとします。

証券取引法第 条の 第 項に定義される特別関係者（当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含みます。）をいい

ます。但し、同項第 号に掲げる者については、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第

条第 項で定める者を除きます。以下、同じとします。

証券取引法第 条の 第 項に規定される共同保有者をいい、同条第 項に基づき共同保有者とみなされると当社取締

役会が認めた者を含みます。以下、同じとします。

特定大量保有者 とは、当社が発行者である株券等の保有者で、当該株券等に係る株券等保有割合が ％以上となる

と当社取締役会が認めた者をいいます。

特定大量買付者 とは、公開買付けによって当社が発行者である株券等（証券取引法第 条の 第 項に定義されます。

以下、本 において同じとします。）の買付け等（同法第 の 第 項に定義されます。以下本 において同じとします。）

を行う旨の公告を行った者で、当該買付け等の後におけるその者の所有（これに準ずるものとして証券取引法施行令第

条第 項に定める場合を含みます。）に係る株券等の株券等所有割合がその者の特別関係者の株券等所有割合と合計し

て ％以上となると当社取締役会が認めた者をいいます。

ある者の 関連者 とは、実質的にその者を支配し、その者に支配されもしくはその者と共同の支配下にある者として

当社取締役会が認めた者、またはその者と協調して行動する者として当社取締役会が認めた者をいいます。 支配 とは、

他の会社等の 財務及び事業の方針の決定を支配している場合 （会社法施行規則第 条第 項に定義されます。）をい

います。



独立委員会規則の概要

・ 独立委員会は当社取締役会の決議により設置される。

・ 独立委員会の委員は、 名以上とし、当社の業務執行を行う経営陣から独立している、 当社社外取締

役、 当社社外監査役、または 社外の有識者のいずれかに該当する者の中から、当社取締役会が選任

する。但し、社外の有識者は、実績ある会社経営者、官庁出身者、投資銀行業務に精通する者、弁護士、

公認会計士もしくは学識経験者またはこれらに準ずる者でなければならず、また、別途当社取締役会が

指定する善管注意義務条項等を含む契約を当社との間で締結した者でなければならない。

・ 当初選任される独立委員会委員の任期は、平成 年に開催される当社定時株主総会後、最初に開催され

る取締役会終結の時までとする。但し、当社取締役会の決議により別段の定めをした場合はこの限りで

ない。また、社外取締役または社外監査役であった独立委員会委員が、取締役または監査役でなくなっ

た場合（再任された場合を除く。）には、独立委員会委員としての任期も同時に終了するものとする。

・ 独立委員会は、以下の各号に記載される事項について決定し、その決定の内容を、その理由を付して当

社取締役会に対して勧告する。当社取締役会は、この独立委員会の勧告を最大限尊重して、新株予約権

無償割当ての実施または不実施等に関する会社法上の機関としての決議を行う。なお、独立委員会の各

委員及び当社各取締役は、こうした決定にあたっては、当社の利益に資するか否かの観点からこれを行

うことを要し、専ら自己または当社の経営陣の個人的利益を図ることを目的としてはならない。

本新株予約権の無償割当ての実施または不実施

本新株予約権の無償割当ての中止または本新株予約権の無償取得

その他当社取締役会が判断すべき事項のうち、当社取締役会が独立委員会に諮問した事項

・ 上記に定めるところに加え、独立委員会は、以下の各号に記載される事項を行う。

当該買付等が本プランの発動の対象となるかどうかの判断

買付者等及び当社取締役会が独立委員会に提供すべき情報及びその回答期限の決定

独立委員会検討期間の設定及び延長

買付者等の買付等の内容の精査・検討

当社取締役会を通じた買付者等との交渉・協議

代替案の提出の要求・代替案の検討・提示

本プランの修正または変更に係る承認

その他本プランにおいて独立委員会が行うことができると定められた事項

当社取締役会が別途独立委員会が行うことができるものと定めた事項

・ 独立委員会は、買付者等に対し、買付説明書の記載内容が本必要情報として不十分であると判断した場



合には、本必要情報を追加的に提出するよう求める。また、独立委員会は、買付者等から買付説明書及

び独立委員会から追加提出を求められた本必要情報が提出された場合、当社の取締役会に対しても、所

定の合理的な期間内に、買付者等の買付等の内容に対する意見及びその根拠資料、代替案（もしあれば）

その他独立委員会が適宜必要と認める情報・資料等を提示するよう要求することができる。

・ 独立委員会は、必要があれば、当社取締役会等を通じて、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向

上という観点から買付者等の買付等の内容を改善させるために、買付者等と協議・交渉を行うものとし、

また、株主に対する代替案の提示を行うものとする。

・ 独立委員会は、必要な情報収集を行うため、当社の取締役、監査役、執行役員、従業員その他独立委員

会が必要と認める者の出席を要求し、独立委員会が求める事項に関する説明を求めることができる。

・ 独立委員会は、当社の費用で、独立した第三者（ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護

士、コンサルタントその他の専門家を含む。）の助言を得ること等ができる。

・ 各独立委員会委員は、買付等がなされた場合その他いつでも独立委員会を招集することができる。

・ 独立委員会の決議は、原則として、独立委員会の委員全員が出席し、その過半数をもってこれを行う。

但し、委員に事故あるときその他やむを得ない事由があるときは、独立委員会委員の過半数が出席し、

その議決権の過半数をもってこれを行うことができる。

以 上



独立委員会委員略歴

三浦 州夫氏

［略歴］ 昭和 年 月 裁判官任官

昭和 年 月 裁判官退官

昭和 年 月 弁護士登録（大阪弁護士会入会）

清木尚芳法律事務所勤務

平成 年 月 河本・三浦法律事務所設立

現在に至る

平成 年 月 当社社外監査役

現在に至る

伊藤 邦雄氏

［略歴］ 昭和 年 月 一橋大学助教授

平成 年 月 同大学商学部教授

平成 年 月 同大学大学院商学研究科長・商学部長

平成 年 月 同大学副学長

平成 年 月 同大学大学院商学研究科教授

現在に至る

喜多村 晴雄氏

［略歴］ 昭和 年 月 アーサーアンダーセン公認会計士共同事務所入所

昭和 年 月 公認会計士登録

平成 年 月 喜多村公認会計士事務所開設

現在に至る

平成 年 月 ローム株式会社社外監査役

現在に至る

平成 年 月 住商グレンジャー株式会社（現 株式会社 ）社外取締役

現在に至る



新株予約権無償割当ての要項

．新株予約権無償割当てに関する事項の決定

新株予約権の内容及び数

株主に割り当てる新株予約権（以下、個別にまたは総称して 新株予約権 という。）の内容は下記 ．

に記載されるところに基づくものとし、新株予約権の数は、当社取締役会が新株予約権の無償割当て決議（以

下、 新株予約権無償割当て決議 という。）において別途定める割当期日（以下、 割当期日 という。）に

おける当社の最終の発行済株式総数（但し、同時点において当社の有する当社株式の数を控除する。）に相

当する数とする。

割当対象株主

割当期日における当社の最終の株主名簿または実質株主名簿に記載または記録された当社以外の株主に対

し、その保有する株式 株につき新株予約権 個の割合で、新株予約権を無償で割り当てる。

新株予約権の無償割当ての効力発生日

当社取締役会が新株予約権無償割当て決議において別途定める日とする。

．新株予約権の内容

新株予約権の目的である株式の種類及び数

）新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権 個当たりの目的である株式の

数（以下、 対象株式数 という。）は、 株とする。但し、当社が株式の分割または株式の併合を行

う場合、対象株式数は次の算式により調整されるものとし、調整の結果生ずる 株未満の端数は切り

捨てるものとし、現金による調整は行わない。

調整後対象株式数 調整前対象株式数 分割・併合の比率

）調整後対象株式数は、株式の分割の場合はその基準日の翌日以降、株式の併合の場合はその効力発生

日の翌日以降、これを適用する。

）上記 ）に定めるほか、株式無償割当て、合併、会社分割等当社の発行済株式数（但し、当社の有す



る当社株式の数を除く。）の変更または変更の可能性を生ずる行為を行う場合で、対象株式数の調整

を必要とするときには、株式無償割当て、合併、会社分割その他の行為の条件等を勘案の上、対象株

式数につき合理的な調整を行うものとする。

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

）新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、行使価額（下記 ）に定義され

る。）に対象株式数を乗じた価額とする。

）新株予約権の行使に際して出資される財産の当社株式 株当たりの価額（以下、 行使価額 という。）

は、 円を下限とし当社株式 株の時価の 分の の金額を上限とする金額の範囲内で、当社取締役

会が新株予約権無償割当て決議において別途定める価額とする。 時価 とは、新株予約権無償割当

て決議の前日から遡って 日間（終値のない日を除く。）の東京証券取引所における当社普通株式の

普通取引の終値（気配表示を含む。）の平均値とし、 円未満の端数は切り上げるものとする。

新株予約権の行使期間

新株予約権の無償割当ての効力発生日または新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定め

る日を初日とし、 ヶ月間から ヶ月間までの範囲で当社取締役会が新株予約権無償割当て決議において別

途定める期間とする。但し、下記 ）の規定に基づき当社による新株予約権の取得がなされる場合、当該

取得に係る新株予約権についての行使期間は、当該取得日の前営業日までとする。また、行使期間の最終日

が行使に際して払い込まれる金銭の払込みの取扱場所の休業日にあたるときは、その翌営業日を最終日とする。

新株予約権の行使の条件

） 特定大量保有者、 特定大量保有者の共同保有者、 特定大量買付者、 特定大量買付者の特別関

係者、もしくは 上記 ないし に該当する者から新株予約権を当社取締役会の承認を得ることなく

譲り受けもしくは承継した者、または、 上記 ないし 記載の者の関連者（以下、 ないし に該

当する者を総称して 特定買付者等 という。）は、新株予約権を行使することができない。

なお、上記に用いられる用語は次のとおり定義される。

特定大量保有者 とは、当社が発行者である株券等（証券取引法第 条の 第 項に定義され

る。以下別段の定めがない限り同じ。）の保有者（同法第 条の 第 項に基づき保有者に含ま

れる者を含む。）で、当該株券等に係る株券等保有割合（同法第 条の 第 項に定義される。）

が ％以上となると当社取締役会が認めた者をいう。

共同保有者 とは、証券取引法第 条の 第 項に定義される共同保有者をいい、同条第 項

に基づき共同保有者とみなされると当社取締役会が認めた者を含む。



特定大量買付者 とは、公開買付け（証券取引法第 条の 第 項に定義される。）によって

当社が発行者である株券等（同法第 条の 第 項に定義される。以下本 において同じ。）の

買付け等（同法第 条の 第 項に定義される。以下本 において同じ。）を行う旨の公告を行っ

た者で、当該買付け等の後におけるその者の所有（これに準ずるものとして証券取引法施行令第

条第 項に定める場合を含む。）に係る株券等の株券等所有割合（同法第 条の 第 項に定

義される。以下、同じ。）がその者の特別関係者の株券等所有割合と合計して ％以上となると

当社取締役会が認めた者をいう。

特別関係者 とは、証券取引法第 条の 第 項に定義される特別関係者（当社取締役会がこ

れに該当すると認めた者を含む。）をいう。但し、同項第 号に掲げる者については、発行者以

外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第 条第 項で定める者を除く。

ある者の 関連者 とは、実質的にその者を支配し、その者に支配されもしくはその者と共同の

支配下にある者として当社取締役会が認めた者、またはその者と協調して行動する者として当社

取締役会が認めた者をいう。 支配 とは、他の会社等の 財務及び事業の方針の決定を支配し

ている場合 （会社法施行規則第 条第 項に定義される。）をいう。

）上記 ）にかかわらず、下記 ないし の各号に記載される者は、特定大量保有者または特定大量買

付者に該当しないものとする。

当社、当社の子会社（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第 条第 項に定義さ

れる。）または当社の関連会社（同規則第 条第 項に定義される。）

当社を支配する意図がなく上記 ） に記載する要件に該当することになった者である旨当社取

締役会が認めた者であって、かつ、上記 ） の特定大量保有者に該当することになった後 日

間（但し、当社取締役会はかかる期間を延長することができる。）以内にその保有する当社の株

券等を処分等することにより上記 ） の特定大量保有者に該当しなくなった者

当社による自己株式の取得その他の理由により、自己の意思によることなく、上記 ） の特定

大量保有者に該当することになった者である旨当社取締役会が認めた者（但し、その後、自己の

意思により当社の株券等を新たに取得した場合を除く。）

その者が当社の株券等を取得・保有することが当社の企業価値または株主共同の利益に反しない

と当社取締役会が認めた者（当社取締役会は、特定買付者等に該当すると認めた者についても、

当社の企業価値または株主共同の利益に反しないと別途認めることができる。また、一定の条件

の下に当社の企業価値または株主共同の利益に反しないと当社取締役会が認めた場合には、当該

条件が満たされている場合に限る。）

）適用ある外国の法令上、当該法令の管轄地域に所在する者に新株予約権を行使させるに際し、 所定

の手続の履行もしくは 所定の条件（一定期間の行使禁止、所定の書類の提出等を含む。）の充足、

または その双方（以下、 準拠法行使手続・条件 と総称する。）が必要とされる場合には、当該管



轄地域に所在する者は、当該準拠法行使手続・条件が全て履行または充足されたと当社取締役会が認

めた場合に限り新株予約権を行使することができ、これが充足されたと当社取締役会が認めない場合

には新株予約権を行使することができない。なお、当該管轄地域に所在する者に新株予約権を行使さ

せるに際し当社が履行または充足することが必要とされる準拠法行使手続・条件については、当社取

締役会としてこれを履行または充足する義務は負わない。また、当該管轄地域に所在する者に新株予

約権の行使をさせることが当該管轄地域における法令上認められない場合には、当該管轄地域に所在

する者は、新株予約権を行使することができない。

）上記 ）にかかわらず、米国に所在する者は、当社に対し、 自らが米国 年証券法ルール

に定義する適格投資家（ ）であることを表明、保証し、かつ その保有する新株予

約権の行使の結果取得する当社普通株式の転売は東京証券取引所における普通取引（但し、事前の取

決めに基づかず、かつ事前の勧誘を行わないものとする。）によってのみこれを行うことを誓約した

場合に限り、当該新株予約権を行使することができる。当社は、かかる場合に限り、当該米国に所在

する者が当該新株予約権を行使するために当社が履行または充足することが必要とされる米国 年

証券法レギュレーション 及び米国州法に係る準拠法行使手続・条件を履行または充足するものとす

る。なお、米国における法令の変更等の理由により、米国に所在する者が上記 及び を充足しても

米国証券法上適法に新株予約権の行使を認めることができないと当社取締役会が認める場合には、米

国に所在する者は、新株予約権を行使することができない。

）新株予約権を有する者は、当社に対し、自らが特定買付者等に該当せず、かつ、特定買付者等に該当

する者のために行使しようとしている者ではないこと、及び新株予約権の行使条件を充足しているこ

と等の表明・保証条項、補償条項その他当社が定める事項を誓約する書面並びに法令等により必要と

される書面を提出した場合に限り、新株予約権を行使することができるものとする。

）新株予約権を有する者が本 の規定により、新株予約権を行使することができない場合であっても、

当社は、当該新株予約権を有する者に対して、損害賠償責任その他の責任を一切負わないものとする。

新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

増加する資本金及び資本準備金の額は、当社取締役会が新株予約権無償割当て決議において別途定める額

とする。

新株予約権の譲渡制限

）新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の承認を要する。

）新株予約権を譲渡しようとする者が日本国外に所在する者であって、上記 ）及び ）の規定によ

り新株予約権を行使することができない者（特定買付者等を除く。）であるときは、当社取締役会は、

以下の事由等を勘案して上記 ）の承認をするか否かを決定する。



当該管轄地域に所在する者による新株予約権の全部または一部の譲渡による取得に関し、譲渡人及

び譲受人が作成し署名または記名捺印した差入書（下記 ないし に関する表明・保証条項、補償

条項及び違約金条項を含む。）が提出されているか否か

譲渡人及び譲受人が特定買付者等に該当しないことが明らかか否か

譲受人が当該管轄地域に所在しない者であり、かつ、当該管轄地域に所在する者のために譲受しよ

うとしている者ではないことが明らかか否か

譲受人が特定買付者等のために譲受しようとしている者でないことが明らかか否か

当社による新株予約権の取得

）当社は、新株予約権の行使期間の初日の前日までの間いつでも、当社が新株予約権を取得することが

適切であると当社取締役会が認める場合には、当社取締役会が別に定める日の到来をもって、全ての

新株予約権を無償で取得することができる。

）当社は、当社取締役会が別に定める日の到来をもって、特定買付者等以外の者が有する新株予約権の

うち、当該日の前営業日までに未行使の新株予約権の全てを取得し、これと引換えに、新株予約権

個につき対象株式数の当社株式を交付することができる。当社はかかる本新株予約権の取得を複数回

行うことができる。

合併（合併により当社が消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換、及び株式移転の場合

の新株予約権の交付及びその条件

当社取締役会が新株予約権無償割当て決議において別途決定する。

新株予約権証券の発行

新株予約権に係る新株予約権証券を発行しない。

法令の改正等による修正

上記で引用する法令の規定は、平成 年 月 日現在施行されている規定を前提としているものであり、

同日以後、法令の新設または改廃により、上記各項に定める条項ないし用語の意義等に修正を加える必要が

生じた場合には、当社取締役会において、当該新設または改廃の趣旨を考慮の上、上記各項に定める条項な

いし用語の意義等を適宜合理的な範囲内で読み替えることができるものとする。

以 上



電磁的方法（インターネット等）による議決権行使のお手続きについて

．インターネットをご利用される皆様へ

インターネットにより議決権を行使される場合は、下記事項をご確認のうえ、行使していただきますよ

うお願い申しあげます。

インターネットによる議決権行使は、当社の指定する議決権行使サイト（ ）を

ご利用いただくことによってのみ可能です。

なお、議決権行使サイトは、携帯電話を用いたインターネットではご利用いただけませんのでご了承

ください。

インターネットにより議決権を行使される場合は、議決権行使書用紙右片に記載の議決権行使コード

及びパスワードが必要となります。今回ご案内するパスワードは、原則として本株主総会に関しての

み有効です。次回の株主総会の際には、新たなパスワードを発行いたします。

インターネットによる議決権行使は、株主総会参考書類をご検討いただき、平成 年 月 日（月曜

日）午後 時までに行使されますようお願いいたします。

インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使

としてお取り扱いいたします。

インターネットと議決権行使書面の両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによるものを

有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用は、株主様のご負担となりますのでご了承くだ

さい。

インターネットによる議決権行使に関するお問い合わせ

中央三井証券代行ウェブサポート

電話 （フリーダイヤル）

受付時間 土日休日を除く

．機関投資家の皆様へ

管理信託銀行等の名義株主様（常任代理人様を含みます。）につきましては、議決権電子行使プラット

フォームのご利用を事前に申し込まれた場合には、当社株主総会における電磁的方法による議決権行使の

方法として、当該プラットフォームをご利用いただくことができます。





株主総会会場ご案内図

浜松市中区中沢町 番 号
当社 号館 階

電話（ ）

浜松駅より約 、遠鉄八幡駅より徒歩約 分、
浜松インターより車で約 分。
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